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はじめに 

本市では、交通をめぐる環境の変化を的確に捉え、本市の将来を見据えた上で、鉄道ネットワーク

や道路ネットワーク、身近な地域交通などに係る様々な交通課題に対応した、交通基盤整備だけでは

ない総合的かつ持続可能な交通政策を関係者の連携・協力のもと、戦略的に実施するために、2013

年（平成25年）３月に「川崎市総合都市交通計画」を策定しました。 

計画では、本市交通政策の理念や目標の実現に向けて、計画に位置付ける各種の施策・事業を着実

に推進していくために、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行うこととしており、定期的に計画の見

直しを行うほか、毎年度、施策・事業の進捗状況を把握することとしています。 

本報告書は、こうした進行管理のもと、2016 年度に実施した施策・事業の進捗状況を年次報告と

してとりまとめたものです。 
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区分 施策・事業  掲載ページ

主な
取組

当該区分 他区分での掲載

重点施策（１） 京急大師線連続立体交差事業 7 20 32、39、45、48

 ＪＲ南武線連続立体交差事業 7 20 32、39、45 

 川崎縦貫鉄道 ― 20 32、39、45 

 横浜市営地下鉄３号線の延伸 ― 20 32、39，45 

 川崎アプローチ線 ― 20 48 

 東海道貨物支線貨客併用化 ― 20 48 

 小田急小田原線複々線化 ― 21 ―

 東急田園都市線複々線化 ― 21 ―

 臨港道路東扇島水江町線 7 21 32、48 

 羽田連絡道路 ８ 21 48 

 川崎縦貫道路 ― 21 32、45、48 

 国道３５７号 ― 21 32、48 

 その他都市計画道路等   ― 22 34、41 

 川崎駅北口自由通路 ― 23 36 

 幅広車両の導入（ＪＲ南武線） ― 23 ―

 列車の長編成化（ＪＲ南武線） ― 23 ―

 臨海部幹線道路の整備 ― 23 48 

（その他鉄道事業・道路事業関係）

［主な取組：交通政策審議会答申に本市に係る６路線が位置付け］ 

［主な取組：川崎市と小田急電鉄株式会社との「小田急沿線まちづくり」に関する包括連携協定の締結］

８

17

23～24 ―

重点施策（２） 安全な歩行環境の整備 ― 26 ―

 自転車通行環境の整備 ― 26 ―

 放置自転車の削減   ― 27 ―

 自転車通行ルールの普及啓発 ― 28 ―

 駐車施策の推進 ― 28 38、44 

 JR 南武線武蔵溝ノ口以北の駅アクセス向上 ― 29 38 

 駅周辺におけるバリアフリー化 ― 29 ―

 駅構内のバリアフリー化 ― 29 ―

 ノンステップバスの導入促進 ― 30 ―

ユニバーサルデザインタクシーの普及 

［主な取組：新川崎駅前広場ロータリーにおいて「ユニバーサルデザインタクシー配車システム」の運用を開始］ ９

30 ―

ターミナル駅などにおける案内情報の充実 

［主な取組：英語表示に対応した『タブレット型停留所運行情報表示器』の設置］ 10

30 38 

 道路橋りょうの耐震化［主な取組：川崎市橋梁耐震化計画の策定］ 10～11 31 ―

 鉄道施設の耐震化（駅舎等の耐震対策の推進） ― 31 ―

 道路の無電柱化 ― 31 ―

 緊急交通路、輸送道路の整備、機能確保 ― 31 ―

 災害時における帰宅困難者対策の推進 

［主な取組：災害時における帰宅困難者対策の推進］ 11

32 ―

重点施策（３） 都市計画道路等の整備  ― 34 22、41 

 バス優先レーンの機能確保（レーン上の駐停車対策の推進） ― 34 ―

 地域等性等に応じた地域交通支援策の充実に向けた検討 ― 35 ―

 バス事業者との連絡体制の強化 ― 35 ―

 バス運行社会実験制度の導入、実施  

［主な取組：路線バス社会実験の実施（向ヶ丘遊園駅南口～たまプラーザ駅の新規路線）］ 12

35 ―

 コミュニティ交通等の導入検討・支援 

［主な取組：麻生区岡上西地区におけるコミュニティ交通の運行実験の実施］ 13

35 ―

次ページにつづく 

施策・事業一覧（その１）

都市の骨格を形
成する交通機能
の強化

市民生活を支え
る公共交通の強
化

交通の安全・安
心の強化



区分 施策・事業  掲載ページ

主な
取組

当該区分 他区分での掲載

重点施策（３） 駅前広場の整備 ［主な取組：溝口駅南口広場の完成］ 13～14 35 41～42、一部47

つづき （川崎駅周辺・鷺沼駅周辺・新百合ケ丘駅周辺の交通環境改善等）

［主な取組：新百合ヶ丘駅南口駅前広場等の交通環境改善に向けた取組の実施］ 14

36 42 

 自由通路、連絡通路の整備   ― 36 23 

 駐輪場の効率的な運用（整備、誘導、運用） ― 37 ―

ターミナル駅などにおける案内情報の充実（再掲） 

［主な取組：英語表示に対応した『タブレット型停留所運行情報表示器』の設置］ 10

38 30 

 JR 南武線武蔵溝ノ口以北の駅アクセス向上（再掲） ― 38 29 

 公共交通利用の喚起施策の推進 ― 38 ―

 連続立体交差化と連携した地域交通網の整備 ― 38 ―

 駐車施策の推進（再掲） ― 38 28、44 

重点施策（４） 都市計画道路等の整備（再掲） ― 41 22、34 

 駅前広場の整備（再掲） ［主な取組：溝口駅南口広場の完成］ 13～14 41～42 35、一部47 

（川崎駅周辺・鷺沼駅周辺・新百合ケ丘駅周辺の交通環境改善等）（再掲）

［主な取組：新百合ヶ丘駅南口駅前広場等の交通環境改善に向けた取組の実施］ 14

42 36 

 緊急渋滞対策 （交差点改良等による渋滞改善） ― 42 ―

 環境ロードプライシングの実施（首都高速道路湾岸線誘導の推進） ― 43 47 

 エコドライブ普及促進 ― 43 ―

（臨海部）マイカー通勤の削減 ― 43 48 

 駐車施策の推進（再掲） ― 44 28、38 

 公共交通における次世代自動車の導入推進及び普及促進 ― 44 ―

鉄道整備における新技術導入の検討 

［主な取組：南武線武蔵溝ノ口駅が「エコステ」モデル駅としてのリニューアル］ 15

45 ―

電気自動車等の次世代自動車の普及促進及び環境整備の推進 

［主な取組：自動車分野の水素利用の推進に関する取組］ 

［主な取組：国や神奈川県等との連携による小学生向け環境学習の実施］ 

15

16

45 ―

 カーシェアリングの普及促進 ― 45 ―

重点施策（５） 駅前広場の整備（一部再掲） ― 47 35、41～42 

（臨海部）バス交通の機能強化 ― 47 ―

（臨海部）フィーダー交通の検討・実施 ― 47 ―

（臨海部）既存鉄道の機能強化 ― 47 ―

 環境ロードプライシングの実施（首都高速道路湾岸線誘導の推進）（再掲） ― 47 43 

（臨海部）マイカー通勤の削減（再掲） ― 48 43 

 臨海部交通機能強化に向けた方策検討  ― 48 ―

その他の施策 オフピーク通勤の推奨 ― 49 ―

 高齢者の外出支援 ― 49 ―

 障害者（身体、知的、精神）の外出支援 ― 49 ―

 難病患者等の外出支援 ― 49 ―

 福祉有償運送の推進 ― 49 ―

 市公用車への次世代自動車導入の推進 ― 49 ―

 ディーゼル車対策の実施  ― 50 ―

 事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減の推進 ― 50 ―

 エコ運搬の推進 ― 50 ―

 交通需要管理の推進  ― 50 ―

 廃棄物の鉄道輸送の推進 ― 50 ―

 総合都市交通計画等の周知・ＰＲ ― 51 ―

 （交通計画関連調査） ― 51 ―

臨海部の交通機
能の強化

環境に配慮した
交通の低炭素化

施策・事業一覧（その２）
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１ 川崎市総合都市交通計画の概要 
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（１）計画体系の概要 

川崎市総合都市交通計画（2013 年(平成 25 年)３月策定）は、「誰もが利用しやすいこと」、「安

全・安心かつ円滑であること」、「持続可能であること」を本市交通政策の理念に掲げ、将来目指す

べき都市交通の姿をもとに、その実現に向け、都市の骨格を形成する鉄道や道路ネットワークから

市民にとって最も身近な地域交通までの重点施策等を総合的、体系的にとりまとめたマスタープラ

ンとして策定したものです。計画の目標年次は、計画策定から概ね20年後としています。 

<<< 川崎市総合都市交通計画 >>>

図 計画体系の概要 

『誰もが利用しやすいこと』 『安全・安心かつ円滑であること』 『持続可能であること』
理
念

政
策
目
標

①首都圏機能の強

化及び活力ある本

市都市構造の形成

に向けた交通環境

の整備

②誰もが安全、安

心、快適に利用で

きる交通環境の整

備 

⑤地球にやさしい

交通環境の整備 

③災害に強い交通

環境の整備 

④地域特性に応じ

たきめ細やかなま

ちづくりを支える

交通環境の整備 

目
標
水
準

広域拠点間の所要
時間の短縮など 

（４指標）

駅への所要時間の
短縮など 

（５指標）

公共交通利用割合
の維持向上など 

（３指標）

緊急輸送道路整備
率の向上など 

（３指標）

交通環境が改善さ
れたと思う人の割
合の増加など 
（４指標）

施

策

・

事

業

広域的な都市間の
連携強化など 

（５つの方向性）

公共交通へのアク
セス向上など 

（５つの方向性）

公共交通の利用促
進など 

（３つの方向性）

減災（復旧）対策の
推進など 

（３つの方向性）

地域特性に応じた交
通課題への対応など

（２つの方向性）

政
策
の
方
向
性

その他の 

施策

重点施策 

・重点施策（１）では、鉄道及び道路ネットワーク形成事業のほか、関連施策を位置付けている。 

・鉄道及び道路ネットワーク形成事業は、重点施策（２）～（５）の施策展開においても必要な事業として位置付けている。 

・個別事業等は、計画に記す各施策の概要等を踏まえて設定する。鉄道及び道路ネットワーク形成事業についても、事業展開に必要

な個別事業等を設定する。

⑴都市の骨格を形
成する交通機能の
強化

⑵交通の安全・安
心の強化

⑸臨海部の交通機
能の強化

⑶市民生活を支え
る公共交通の強化

⑷環境に配慮した
交通の低炭素化

戦略シナリオ
↓ 

取組の方針 
↓ 

施 策  
↓ 

(個別事業等) 

戦略シナリオ
↓ 

取組の方針 
↓ 

施 策  
↓ 

(個別事業等) 

戦略シナリオ
↓ 

取組の方針 
↓ 

施 策  
↓ 

(個別事業等) 

戦略シナリオ
↓ 

取組の方針 
↓ 

施 策  
↓ 

(個別事業等) 

施 策  
↓ 

(個別事業等)

戦略シナリオ
↓ 

取組の方針 
↓ 

鉄道及び道路
ネットワーク 
形成事業等
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（２）進行管理の概要 

川崎市総合都市交通計画では、本市交通政策の理念や目標の実現に向けて、計画に位置付ける各種

の施策・事業を着実に推進していくために、「計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・改善

（Action）」のしくみであるＰＤＣＡサイクルによって進行管理を行います。 

進行管理では、定期的に、交通政策目標をもとに設定した目標水準の達成状況の評価などを踏まえ

て計画の見直しを行うほか、毎年度、施策・事業の進捗状況を把握することとしています。なお、進

行管理の工程については、次ページを参照してください。

<<< 計画の進行管理 >>>

図 進行管理の概要 

・上記のほか、重点施策（１）に位置付ける鉄道及び道路ネットワーク形成事業のうち、「中長期（20年内）に着手（事業化）を目指す事業：

Ｃ事業」については、上位の政策や周辺都市との連携など、事業環境の変化、必要性に応じて、「短中期（10 年内）に着手（事業化）を目指

す事業：Ｂ事業」への変更について適切な対応を図ることとしている。 

※施策展開の見直しは、2016年度の総合計画の策定などを踏まえ、計画策定から５年目の2017年度に実施する予定です。 

施策・事業の 

進捗状況の把握

毎年度 

◆施策・事業の進捗状況の把握 
施策・事業が当該年度の計画どおりに進捗しているかを把握する。 

◆前年度の進捗状況をとりまとめた進行管理年次報告書の作成 
前年度の施策・事業の進捗状況をとりまとめ、

進行管理年次報告書を作成する。 

毎年度作成する年次報告書は、施策展開などの

見直しや計画全体の見直しにおいて、施策・事業の

取組実績を評価する際にも活用する。 

本報告書は、前年度（2016

年度）の施策・事業の進捗状

況をとりまとめた「進行管理

年次報告書」です。 

施策展開などの 

見直し 

2017年度※
◆目標水準の達成状況の評価 

各種の交通実態調査等の統計資料や見直しにあわせて実施する交通環境の改善状況に

関する市民アンケートの結果などから、目標水準の達成状況を評価する。 

◆施策・事業の取組実績の評価 
過年度の取組実績を総括し、目標水準の達成状況との因果関係（どのように寄与してい

るか）等を分析・評価する。 

◆目標達成に向けた施策展開などの見直し 
上記の評価結果や新たな交通課題などを踏まえ、短中期施策を中心に、必要に応じて見

直しを行う。 

計画全体の 

見直し 

計画策定から

１０年後 

（2022 年度予定） 

◆目標水準の達成状況の評価 
各種の交通実態調査等の統計資料や見直しにあわせて実施する交通環境の改善状況に

関する市民アンケートの結果などから、目標水準の達成状況を評価する。

◆施策・事業の取組実績の評価 
１０年間の取組実績を総括し、目標水準の達成状況との因果関係（どのように寄与して

いるか）等を分析・評価する。 

◆新たな目標年次に向けた計画全体の見直し 
計画の目標年次を更新するとともに、上記の評価結果や新たな交通課題などを踏まえ、

中長期施策を含めた計画全体の見直しを行う。 
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表 進行管理の工程（2017年度まで） 

年度 取組内容 進行管理  

年次報告書 

作成 

2012年度（平成24年度） 総合都市交通計画策定 ―

2013年度（平成25年度） 施策・事業の推進 ―

2014年度（平成26年度） 施策・事業の推進 2013年度版 

2015年度（平成27年度） 施策・事業の推進 2014年度版 

2016年度（平成28年度） 施策・事業の推進 2015年度版 

2017年度（平成29年度） 
施策・事業の推進 

施策展開などの見直し 
2016年度版 
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２ 施策・事業の進捗状況 
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（１）全体概況 

計画に位置付ける施策・事業について、2016 年度の進捗状況の確認を行った結果、一部で計画ど

おり進捗しなかったものもありましたが、全体としては、概ね計画どおり進捗しているという結果に

なりました。詳細は、（２）2016年度の主な取組や（３）施策・事業の進捗状況を参照してください。 

表 2016年度 施策・事業の進捗状況（全体概況） 

施策 取組（個別事業等）の数

うち、計画ど

おり進捗しな

かったもの 

重点施策 （１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 ３４ ２

 （２）交通の安全・安心の強化 ２９ ４

 （３）市民生活を支える公共交通の強化 ３３ ０

 （４）環境に配慮した交通の低炭素化 ３２ ０

 （５）臨海部の交通機能の強化 １２ １

その他施策 １４ ０

合 計  １５４ ７

※取組（個別事業等）の数には、再掲数を含む。 
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（２）2016年度の主な取組  2016年度に実施した取組から主なものを紹介します

重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化   進捗状況一覧は１９～２４ページ

■連続立体交差事業  

連続立体交差事業は、鉄道を連続的に立体化することによって、多数の踏切を一挙に除却し、踏切

渋滞、事故を解消するなど都市交通の円滑性、安全性等を向上するとともに、鉄道により分断された

市街地の一体化を促進する事業です。 

京急大師線連続立体交差事業（京急川崎駅～小島新田駅） 

全線を整備するまでには、長い期間と多大な事業費を必要とすることから、201６年度についても

引き続き、費用対効果の大きい産業道路の立体化に向けた段階的整備（１期①区間：小島新田～東門

前、延長約1.2km）などを推進しました。 

ＪＲ南武線連続立体交差事業（尻手駅～武蔵小杉駅） 

2014 年度及び 2015 年度にＪＲ南武線尻手駅～武蔵小杉駅間の連続立体交差化に向けた事業調

査を実施し、2016年度からは、過年度の調査結果を踏まえ事業化に向けた検討を行いました。 

また、沿線地域との勉強会や説明会を開催し、事業内容等の周知を行っています。

■臨港道路東扇島水江町線 

東扇島の物流機能の強化や、東京港・横浜港との広域連携強化の推進に向けて、港湾物流の円滑な

輸送、交通混雑の緩和、環境負荷の軽減、防災機能の強化を図るため、新たなアクセスルートとなる

臨港道路東扇島水江町線の整備促進を図っています。 

当該道路は 2009 年度に国の直轄事業として着手し、現在、整備促進並びに早期供用に向け国土

交通省と連携し調整を進めています。 

201６年度については、主橋梁部の橋脚下部工事の他、周辺臨港道路拡幅工事を実施しました。 

また、2016 年 11 月に、国において行われた有識者等からなる事業評価監視委員会において、

事業期間の延伸が了承され、当初の2018年度（平成30年度）から5年延伸し、2023年度（平

成35年度）に完了するとしています。 

図 臨港道路東扇島水江町線完成イメージ 
（出所）関東地方整備局 京浜港湾事務所 
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■羽田連絡道路 

国家戦略特区の東京圏の重要なエリアとして、世界的な成長戦略拠点を形成し、羽田空港を中心と

した連携強化による相乗効果を発現するため、羽田空港跡地地区と川崎市殿町地区を結ぶ連絡道路の

整備に向けた取組を進めています。 

2016年度については、４月に開催された「羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員会」の場

で、2020年を目指した成長戦略拠点の形成を支えるインフラとして事業の実現に向け、環境への影

響に配慮しつつ 2016 年度内の都市計画決定に向けた手続きを進めるなど、必要な取組を推進する

ことが関係者間で合意が図られました。本市におきましては、都市計画及び自主的環境影響評価の手

続きを完了するとともに、工事の契約手続きを開始し、早期完成に向けた取組を着実に進めました。 

■交通政策審議会答申に本市に係る６路線が位置付け 

2016年 4月に「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」（交通政策審議会答申第198

号）が答申されました。この答申では、東京圏の都市鉄道が目指すべき姿と、それを実現する上で意

義のあるプロジェクトが示され、本市に係る路線についても位置付けられました。 

図 羽田連絡道路 橋梁イメージ 

図 交通政策審議会答申第198
号に位置付けられた川崎市関
連の鉄道プロジェクト 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化          進捗状況一覧は２５～３２ページ

■新川崎駅前広場ロータリーにおいて「ユニバーサルデザインタクシー配車システム」の運用を開始 

ユニバーサルデザインタクシー（以下「ＵＤタクシー」という。）の普及・利用促進等のため、

2016 年３月から供用を開始している新川崎駅前広場ロータリーのＵＤタクシー専用乗り場におい

て、利用者の方が、これまで以上にＵＤタクシーを利用しやすくなるよう、神奈川県タクシー協会川

崎支部において、11月からＵＤタクシー配車システムの運用を開始しました。 

ＵＤタクシー配車システムは、駅前広

場内に設置したセンサーがＵＤタクシー

の待機状況を感知し、一定の時間、車両

が待機していない場合には、ＵＤタクシ

ーの運転手に、駅前広場への配車を指示

するシステムになり、このシステムの導

入により、ＵＤタクシーのより安定的な

配車が可能となります。 

【配車システムの概要】  

①ＵＤタクシー乗り場に車両が待機していないことをセンサーが感知 

②センターサーバーに情報送信 

③ＵＤタクシーの運転手に対して新川崎駅前広場ロータリーへの配車を指示 

（直接もしくはタクシー事業者の配車センターを経由）

図 新川崎駅前広場ロータリーの様子 

ユニバーサルデザインタクシー

（ＵＤタクシー）とは、高齢者、

車いす使用者、ベビーカー使用

者、妊娠中の方、大きな荷物を持

った方など、誰もが利用しやす

い、みんなにやさしい新しいタク

シー車両です。
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■英語表示に対応した『タブレット型停留所運行情報表示器』の設置 

市バスでは、より多くの到着予測時刻等の運行情報を表示できる『タブレット型停留所運行情報表

示器』を2014年度から設置しています。 

2016 年度に設置するタブレット型停留所運行情報表示器からは、日本語と英語を交互に表示す

るものとなり、溝口駅南口や登戸駅（生田緑地口）など、計13箇所に設置しました。 

また、既存設置の１０箇所についても、2017年度に英語表示に対応してまいります。 

■川崎市橋梁耐震化計画の策定 

川崎市では、阪神淡路大震災による橋梁の甚大な被害を踏まえ、緊急輸送道路にある橋や、跨線橋・

跨道橋、比較的規模の大きな橋など主要な橋梁のうち、古い設計基準で建設された橋梁を対象に耐震

対策を進めてきました。 

こうしたなか、新しい年代に建設された橋梁を含め、耐震性能が不足するもの、また、人道橋や比

較的小規模な橋梁のうち、防災上の視点から、重要性の高いものについて耐震化を進め、安全性、信

頼性をさらに向上させていくため、2016年 6月に「川崎市橋梁耐震化計画」を策定しました。 

 計画期間 2016年度（平成28年度）～2030年度（平成42年度）の 15年間 

対象橋梁 199橋 

阪神・淡路大震災以前の設計基準を適用した橋梁のうち 

○緊急輸送道路にある橋梁や跨線・跨道橋または、人道橋を除く橋長15ｍ以上の橋梁のうち、目

標とする耐震性能が不足する橋梁 

○橋長5ｍ以上の橋梁のうち、防災性の視点から重要性の高い橋梁 

①避難・救急経路：津波避難施設、広域避難所、避難所、救急医療機関から半径 500ｍ以内

にある橋梁 

②代替性の確保：隣接する橋が 250ｍ以上離れている橋梁 

③ライフラインの維持：ガスや水道などライフラインが添架されている橋梁 

④公共交通の確保：バス路線にある橋梁 

図 表示画面のイメージ 
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■災害時における帰宅困難者対策の推進 

市内主要駅などにおける帰宅困難者の滞留による混乱の抑制に向けて、交通事業者、一時滞在施設、

商業施設、警察、関係団体などで構成する協議会等を設置し、帰宅困難者への誘導や情報提供、災害

時要援護者への支援等の対応方法について検討し、対策を進めています。 

2016 年度は、川崎駅・武蔵小杉駅・新百合ヶ丘駅等の市内主要駅で帰宅困難者対策訓練を実施

するとともに、帰宅困難者一時滞在施設に設置している無線機を活用した毎月の通信訓練の実施、九

都県市や四県市と連携した災害時帰宅支援ステーションの拡充などを実施しました。 

また、主要駅周辺の一時滞在施設の新規の指定や各主要駅への食料及び簡易トイレの配備などの備

蓄体制の充実に取り組みました。 

そのほか、溝口駅周辺地域において、大震災時の駅周辺滞在者の安全確保と都市機能の継続を図る、

地域エリア防災計画の検討、川崎区において、国道１５号線帰宅困難者対策訓練などを実施し、各地

域の特性を踏まえ、帰宅困難者対策の促進を図りました。 

これまでも、阪神・淡路大震災による橋梁の甚大な被害を踏まえ、比較的規模の大きい主要な

橋梁を対象に耐震対策を進めてきました。 

1995年度から2016年度までの取組により123橋の耐震化を完了しています。 

図 塩浜陸橋の縁端拡幅 図 小倉跨線橋の落橋防止ケーブル 

図 帰宅困難者対策訓練の様子 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化     進捗状況一覧は３３～３９ページ

■路線バス社会実験の実施（向ヶ丘遊園駅南口～たまプラーザ駅の新規路線） 

川崎市では、2014 年度に「路線バス社会実験支援制度」を創設し、バス事業者がサービス向上

に向けた路線新設又は既存路線の見直しの検討を行う際に、あらかじめ具体的な需要等を確認し、そ

の事業性を判断するために実施する社会実験（試行的な運行）に対して支援を行っています。  

この支援制度を活用し、2016 年８月から６ヶ月間、向ヶ丘遊園駅南口とたまプラーザ駅を結ぶ

新規路線について、川崎市交通局、東急バス株式会社が共同運行で社会実験を実施しました。 

社会実験の実施期間中には、沿線地域の方々やバス利用者へのアンケート調査、利用実態調査を実

施し、バス事業者は社会実験や利用者アンケート調査等の結果を踏まえ、同路線の本格運行化を決定

しました。（※2017年４月から社会実験と同じダイヤで本格運行が開始されています。） 

路線バス社会実験の概要 

実施路線：向ヶ丘遊園駅南口～たまプラーザ駅の新規路線（た８３系統） 

事業者 ：川崎市交通局・東急バス株式会社 

実施期間：2016年８月１日（月）～2017年１月３１日（火） 

路線延長：６．３２ｋｍ 

運行本数：平 日 ８往復１６本（各事業者４往復 ８本） 

土休日１２往復２４本（各事業者６往復１２本） 

図 路線バス社会実験のポスター  
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■麻生区岡上西地区におけるコミュニティ交通の運行実験の実施 

地域の特性やニーズを踏まえ、地元住民が主体となったコミュニティ交通の導入について、進捗状

況に応じた支援を行いながら、持続可能な本格運行の実施に向けた取組を推進しています。  

こうした中で、麻生区岡上西地区における交通利便性向上のため、地域住民によって構成された「岡

上西地区コミュニティ交通導入協議会」（以下、協議会）が取り組んでいるコミュニティ交通の導入

について、タクシー車両を活用した（川崎市内では初）運行実験を2016年９月から3 か月間実施

しました。 

運行実験後は、利用結果やアンケート調査結果などを踏まえ、協議会及び運行事業者、市の３者で

運行実験を評価し、利用者がより利用しやすい運行計画の見直しを行いました。（※運行計画の見直

しを行い、2017年 12月から3か月間、2回目の運行実験を実施しています。） 

運行実験の概要 

実施期間：2016年９月１２日（月）～１２月９日（金）（土日祝日運休） 

運行形態：事前の利用予約に基づく運行 

運行車両：タクシー車両（主にユニバーサルデザインタクシーを使用） 

事 業 者：コスモ交通株式会社 

運 賃：ひとり400 円（川崎市高齢者特別乗車証明書、身体障害者手帳等の提示で100 円引） 

■溝口駅南口広場の完成 

溝口駅南口では、バスターミナル、タクシー乗場及び駐輪場等を備えた駅前広場を整備することに

より、駅周辺における交通結節機能の強化を図るとともに、バリアフリーに対応した都市施設を整備

し、市民が安全で安心できる地域生活拠点の都市基盤整備を進めてきましたが、広場の完成により、

2017年１月から、全面的に供用を開始しました。 

図 運行実験のポスター  
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この完成によって、野川柿生線沿いにある２ヶ所のバス停が広場内に集約され、新たにタクシー乗

り場が設けられたことなどから、駅南口利用者の利便性の向上が図られました。 

整備概要 

○面積：約５,４００㎡ 

○バス乗降場：５ヶ所（川崎市バス・東急バス） 

○タクシー乗降場：各１ヶ所（ユニバーサルデ

ザインタクシー対応） 

○一般車乗降場：２ヶ所（障害者用乗降場含む） 

○環境配慮施設： 

・雨よけシェルターに太陽光パネルを設置 

・広場には LED照明のほか、歩道用に一部太陽

光パネルを抱き合わせたエコ街灯を設置 

・一部の車道には遮熱性舗装、歩道には保水性

の平板ブロックを採用 

■新百合ヶ丘駅南口駅前広場等の交通環境改善に向けた取組の実施 

新百合ヶ丘駅周辺は、交通基盤等のインフラ整備が進められ、広域拠点としての良好な都市環境が

形成されてきましたが、駅周辺の道路においては、休日や雨天などの特定の時間帯で、交通混雑が見

受けられる状況にあります。 

それらを踏まえ、混雑緩和の短期的な取組として、南口駅前広場について、エレベーターの設置に

よりバリアフリー環境の充実が図られたことから、これまで利用されていたスロープを撤去し、広場

スペースを広げ、一般車両、タクシー等の車両動線を分かりやすく区分することによる「交通流の改

善」やユニバーサルデザインタクシー乗り場の整備による「バリアフリー化」、乱横断防止柵の設置

による「安全性の向上」など、交通環境の改善に向けて、南口駅前広場等の再整備を進めました。 

（※現在は再整備を完了し、2017年 6月から供用を開始しています。）

図 溝口駅南口広場 

図 南口駅前広場等の再整備の様子 

従 前 従 後
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化       進捗状況一覧は４０～４５ページ

■南武線武蔵溝ノ口駅が「エコステ」モデル駅としてのリニューアル 

川崎市は、市内における地域と鉄道の持続的な発展に向けて、連携・協力を推進するため、ＪＲ東

日本横浜支社と2015年 1月に包括連携協定を締結しました。 

ＪＲ東日本では、水素エネルギーの利活用を推進しており、省エネルギー・再生可能エネルギーな

ど様々な環境保全技術（エコメニュー）を駅に導入する取組「エコステ」を実施しています。 

JR 東日本横浜支社は、川崎市との協定に基づき2016年３月から武蔵溝ノ口駅を「エコステ」モ

デル駅としてリニューアル整備を行い、自立型水素エネルギー供給システムの導入や太陽光パネル等

が設置されました（※2017年 4月からエコステとして稼働しています。）。 

自立型水素エネルギー供給システムは、水と太陽光のみで稼働できるため、災害時においても貯蔵

タンクに蓄えた水素を利用し、燃料電池で発電することで一時滞在場所において必要となる設備への

電源供給が可能となります。 

実施概要 

(1) 創エネ：自立型水素エネルギー供給システム導入、太陽光パネル設置 

(2) 省エネ：照明のＬＥＤ化、高効率空調機器導入 

(3) エコ実感：デジタルサイネージ設置、エコ待合スペース設置 

(4) 環境調和：駅舎壁面への自然素材活用および緑化設置 

■自動車分野の水素利用の推進に関する取組 

運輸部門における水素利用の推進及び水

素に関する社会認知度の向上を図るため、

様々なイベントにおいて、水素を燃料とし

て走行する燃料電池自動車の展示・同乗体

験等を通じて、市民生活における水素利用

を身近に感じられるための啓発活動に取り

組んでいます。 

図 「エコステ」モデル駅としてリニューアルしたＪＲ武蔵溝ノ口駅 

図 かわさき市民祭りオープニングパレードの様子 
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■国や神奈川県等との連携による小学生向け環境学習の実施 

川崎市では、地球温暖化の現状及び原因を学び、日常生活で身近に取り組める地球温暖化対策の一

つとして、環境負荷の小さい次世代自動車や電車・バス等の公共交通に対する理解を深め、環境に優

しい自動車利用を促進するため、国や神奈川県等と連携し、小学生向け環境学習を実施しています。  

2016年度の実施校 

・川崎市立藤崎小学校（2016年 10月実施） 

・川崎市立百合丘小学校（2016年 10月実施） 

・川崎市立渡田小学校（2017年１月実施） 

内 容  

・座学「地球温暖化と交通環境」 

・実験用模型を用いた燃料電池自動車のしくみの説明 

・燃料電池自動車又は電気自動車の乗車体験 など 

重点施策（５）臨海部の交通機能の強化         進捗状況一覧は４６～４８ページ

■連続立体交差事業 京急大師線連続立体交差事業（京急川崎駅～小島新田駅） 

■臨港道路東扇島水江町線 

■羽田連絡道路 

⇒上記3事業については、重点施策（１）参照 

図 小学生向け環境学習の様子 
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■川崎市と小田急電鉄株式会社との「小田急沿線まちづくり」に関する包括連携協定の締結 

川崎市と小田急電鉄は、川崎市北部エリアにおける小田急線沿線地域を対象に、地域特性や

地域資源を活かした暮らしやすい沿線まちづくりの実現を目指すことを目的として、2016年

11月に包括連携協定を締結しました。 

協定では、「駅を中心としたまちづくりや公共交通機能の強化等に関すること」「暮らしや

すいまちづくりに関すること」「地域資源を活かした豊かなまちづくりに関すること」「鉄道

沿線の魅力向上・活性化に関すること」の４つを柱に、小田急電鉄が持つノウハウや両者が持

つ資源や強みなどを生かし、概ね10 年後を見据えて、地域特性や地域資源を活かした暮らし

やすい沿線の実現に向けた取り組みを連携・協力して推進していくこととしています。 

図 川崎市と小田急電鉄との包括連携協定における主な取組内容  
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（３）施策・事業の進捗状況 

計画に位置付ける施策・事業の進捗状況については、重点施策毎に「重点施策の概要」「施策・事業

の進捗状況一覧」の順に掲載し、その他施策については、「施策・事業の進捗状況一覧」を掲載してい

ます。 

「施策・事業の進捗状況一覧」の見方は次を参照してください。 

施策・事業の進捗状況一覧の見方

施策名or 事業名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  整理

番号

重点施策の

概要参照

○○○○○の促進 ■○○○○○○○の普及促進 

■○○○○○計画の策定 

■○○○○○○○の普及促進 

・○○○○キャンペーン ○回実施 

□○○○○○計画の検討 
⇒表下の補足参照 

○○局 

○○○課 

１ ア、イ

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

○○○○○の整備 ■○○○工事完成、供用開始 ■○○工事完成、供用開始［2016.9］

※○○整備率90％（前年度+10％）

○○局 

○○○課 

１２ イ、ウ

総合都市交通計画に位

置付ける施策名を掲載 

ただし、連続立体交差事

業を含む、鉄道及び道路
の各ネットワーク形成
事業は、事業名を掲載 

該当する重点施策の

取組の方針を掲載 
（取組の方針の内容は、各
重点施策の概要を参照） 

その他施策は備考欄

本市の所管

を掲載 

2016年度の計画・実績を掲載 

実績欄に「□マーク」のある取組は、計画ど
おり進捗しなかったもの 

（□マークの取組は、進捗状況一覧表の下欄に進捗し

なかった理由や次年度の取組の方向性を掲載） 

（補足）○○○○○の促進（○○○○○計画の検討）  
●計画どおり進捗しなかった理由：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
●次年度の取組の方向性：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

本市所管 



19

重点施策（１） 都市の骨格を形成する交通機能の強化 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

首都圏における本市の立地特性を活かし、市の骨格を形成するとともに、首都圏整備に資す

る交通機能の強化を進めます。 

・首都圏の放射方向（本市横方向）と環状方向（本市縦方向）の広域的な交通網が本市の骨格と

して都市の形成を支えていることから、これらが交差する駅を中心として形成される拠点機能

を高めるとともに、市内外の拠点間の連携を推進する交通機能の強化を進めます。 

・東アジア・世界のリーディング圏域の役割を担う首都圏にふさわしい交通網の実現や、本市

における個性と魅力を活かした拠点形成を推進するため、国際化が進められている羽田空港

などへのアクセスの強化や、放射方向を連絡する首都圏環状方向（本市縦方向）の交通機能

の強化を進めていきます。 

■取組の方針 

ア 本市拠点機能及び拠点間連携の強化 

①北部拠点から臨海部まで拠点間のアクセス強化に向けて、既存鉄道路線の機能強化や道路

整備を推進します。 

②中長期的には、拠点機能の一層の強化に向けて、ＪＲ南武線をはじめとした本市縦方向の

鉄道や道路の機能強化・整備を推進します。 

イ 広域的な都市間の連携、空港・新幹線駅へのアクセス強化 

①本市拠点から横浜・新横浜、東京都心方面へのアクセス強化に向けて、道路整備を推進し

ます。また、本市拠点から羽田空港へのアクセス強化に向けて、羽田空港と連絡する道路

の整備を推進するとともに、ターミナル駅での乗り継ぎ円滑化の取組を推進します。 

②中長期的には、横浜・新横浜、東京都心方面との一層のアクセス強化に向けて、本市横方

向の鉄道路線や道路整備を推進します。また、羽田空港とのアクセス強化に向けて、本市

縦方向の鉄道の機能強化や新たな道路整備を推進します。
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（その１） 

事業名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

京急大師線 

連続立体交差事業 

■１期区間（小島新田～東門前）の事

業推進 

■１期区間（東門前～川崎大師 鈴木

町すり付け）の工事着手に向けた調整

■２期区間（川崎大師～京急川崎）に

関する関係機関との調整 

■１期区間（小島新田～東門前）の事

業推進 

・工事を推進 

■１期区間（東門前～川崎大師 鈴木

町すり付け）の工事着手に向けた調整

・早期の工事着手に向け、国、鉄道事

業者と協議調整を実施 

■２期区間（川崎大師～京急川崎）に

関する関係機関との調整 

・国、鉄道事業者と協議調整を実施し、

事業環境の整理を進めた。 

建設緑政局 

道路整備課 

１ ア、イ、

ＪＲ南武線 

連続立体交差事業 

■ＪＲや国、横浜市など関係機関との

調整 

■地域との勉強会等 

■ＪＲや国、横浜市など関係機関との

調整 

・関連道路の予備設計を実施 

・連続立体交差化に向けて、国やＪＲ

との協議を実施 

■地域との勉強会等 

・地域勉強会を６回実施 

・地域説明会を２回実施 

建設緑政局 

道路整備課 

２ ア、イ

川崎縦貫鉄道 

（表下の※参照） 

― （2015年7月に計画を休止） まちづくり局

交通政策室 

― ア、イ

横浜市営地下鉄 

３号線の延伸  

■横浜市との連絡会議などを通じた

協議・調整 

■横浜市との連絡会議などを通じた

協議・調整 

・まちづくりの状況や事業スキーム等

に関する情報共有、検討・協議を実施

まちづくり局

交通政策室 

３ ア、イ

川崎アプローチ線 ■川崎アプローチ線（川崎～浜川崎）

の一部であるＪＲ南武支線輸送力増

強方策の検討 

■ＪＲ南武支線輸送力増強方策の検

討 

・沿線の土地利用動向の把握や線路利

用状況から輸送力増強方策について

検討 

臨海部国際戦

略本部 

拠点整備 

推進部 

４ ア 

 ■川崎アプローチ線（川崎～浜川崎）

及びＪＲ南武支線の輸送力増強の取

組促進 

■川崎アプローチ線及びＪＲ南武支

線の輸送力増強の取組促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局

交通政策室 

５

東海道貨物支線 

貨客併用化 

■東海道貨物支線貨客併用化（桜木町

～品川）の実現に向けた情報収集・発

信 

■東海道貨物支線貨客併用化の実現

に向けた情報収集・発信 

・現地視察会、沿線企業ヒアリングの

実施 

臨海部国際戦

略本部 

拠点整備 

推進部 

６ ア、イ

 ■東海道貨物支線貨客併用化（桜木町

～品川）の取組促進 

■東海道貨物支線貨客併用化の取組

促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局

交通政策室 

７

※川崎縦貫鉄道計画については、超高齢社会の進展などの社会環境の変化から、当面着手できる状況にはないと判断し、2015年7月

に計画を休止しており、2017年度に予定している総合都市交通計画の見直しのなかで、川崎縦貫鉄道計画の廃止を前提とした交通体

系整備の考え方を示すこととしています。 

施策・事業の進捗状況一覧 進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（その２） 

事業名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

小田急小田原線 

複々線化 

■複々線化（登戸～新百合ヶ丘）の取

組の促進 

■複々線化の取組の促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局

交通政策室 

８ ア、イ

 ■登戸～向ヶ丘遊園の複々線化関連

事業（登戸土地区画整理事業）の推進

■登戸～向ヶ丘遊園の複々線化関連

事業（登戸土地区画整理事業）の推進

※仮換地指定率80.6％ 

（前年度+5.4％） 

宅地使用開始率56.0％ 

（前年度+0.7％） 

まちづくり局

登戸区画整理

事務所 

９

東急田園都市線 

複々線化  

■複々線化（溝の口～鷺沼）の取組の

促進 

■複々線化の取組の促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局

交通政策室 

１０ ア、イ

臨港道路 

東扇島水江町線  

■国等関係機関との協議・調整 

■国による整備の取組への支援 

■主橋梁部下部工事 

■臨港道路改良工事 

■国等関係機関との協議・調整 

・国との調整会議の実施、庁内関係局

会議の開催ならびに交通管理者等関

係機関および地元企業・住民との協

議・調整に対する支援・調整を実施し

た。 

■国による整備の取組への支援  

・船舶航行安全検討会、技術施工検討

会への支援・調整を実施した。 

■主橋梁部下部工事 

・施工中(ＭＰ１～ＭＰ６) 

■臨港道路改良工事 

・臨港道路東扇島水江町線に接続する

周辺臨港道路拡幅工事を実施した。 

□事業期間の延伸 ⇒表下の補足参照

・国直轄工事の遅延に伴い、工期が5

年延伸された。 

港湾局 

整備計画課 

１１ ア 

羽田連絡道路  ■整備の推進 

・調査・設計の実施 

・河川管理者等関係機関との協議・調

整 

・東京2020オリンピック・パラリン

ピックを目指した整備の推進 

■整備の推進 

・周辺環境調査・地質調査の実施 

・都市計画決定 

・自主的環境影響評価の実施 

・河川管理者等との協議の実施 

・整備に向けた工事契約手続きの開始

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

１２ ア、イ

川崎縦貫道路  ■Ⅰ期事業（大師～国道15号） の整

備促進 

①高速部（大師ジャンクション～国道

15号）の整備に向けた取組の推進 

②国道 409 号（殿町～国道 15 号）

の街路先行整備等の促進 

■Ⅱ期計画（国道15号～東名高速道

路） の早期具体化に向けた取組の推

進 

■Ⅰ期事業の整備促進 

①高速部（大師ジャンクション～国道

15号）の整備に向けた取組の推進 

・整備促進に向けた国等関係機関との

協議・調整を実施 

②国道 409 号（殿町～国道 15 号）

の街路先行整備等の促進 

・国の直轄事業により旭町地区で道路

改良工事を推進 

■Ⅱ期計画の早期具体化に向けた取

組の推進 

・Ⅱ期計画に関する国等関係機関との

調整・検討を実施 

・国等関係機関への要望等を実施 

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

１３ ア、イ

国道３５７号 

（羽田～扇島） 

■羽田～大黒ふ頭間の未整備区間の

整備促進 

■羽田～大黒ふ頭間の未整備区間の

整備促進 

・多摩川トンネル区間の着工に向けた

国等関係機関との協議調整を実施 

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

１４ ア、イ

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 

（補足）臨港道路東扇島水江町線 

●2016年11月に国において開催された、有識者等からなる事業評価監視委員会において、事業期間を5年延伸し、2023年度（平

成35年度）に完了することが了承されました。 
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（その３） 

事業名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

その他 

都市計画道路等 

■街路整備事業 

【事業継続】宮内新横浜線（宮内）な

ど１１路線１８箇所 

■街路整備事業 

【事業着手】丸子中山茅ヶ崎線（野川）

【事業継続】宮内新横浜線（宮内）な

ど１１路線１７箇所 

【事業完了】苅宿小田中線（Ⅰ期） 

建設緑政局 

道路整備課 

１５ ア、イ

 ■道路改良事業（国県道） 

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など５路線９箇所 

■道路改良事業（国県道）  

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など５路線９箇所 

建設緑政局 

道路整備課 

１６

 ■道路改良事業（市道のうち都市計画

道路） 

【事業継続】宮前６号線（野川） 

■道路改良事業（市道のうち都市計画

道路） 

【事業継続】宮前６号線（野川） 

建設緑政局 

道路整備課 

１７

■橋りょう整備事業 

①等々力大橋(仮称) 

・河川協議、工事用搬入路の整備を実

施 

②末吉橋 

・河川協議、橋梁の詳細設計、地質調

査、用地測量を実施 

③柿生陸橋 

・主要地方道横浜上麻生道路整備事業

に伴う柿生陸橋整備の事業推進 

■橋りょう整備事業 

①等々力大橋(仮称) 

・平成２９年3月に東京都と施行協定

を締結した。また、河川占用協議を進

めるとともに、東京都側で３月に準備

工に着手した。 

②末吉橋 

・調査設計を進め、用地測量及び河川

占用協議を実施した。 

③柿生陸橋 

・主要地方道横浜上麻生道路整備事業

に伴う柿生陸橋整備の事業推進に向

け、用地交渉等を行った。 

建設緑政局 

道路整備課 

１８

■国道 409 号（国道 15 号～国道 1

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

■国道 409 号（国道 15 号～国道 1

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

・川崎駅周辺などの交通円滑化に向

け、国等関係機関と協議・調整を実施

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

１９

 ■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸３号線（区画整理事

業区域）など6路線 

■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸３号線（区画整理事

業区域）など6路線 

まちづくり局

登戸区画整理

事務所 

２０

 ■都市計画道路網のあり方に基づく

見直し方針の策定 

□都市計画道路網のあり方に基づく

見直しの考え方・方針の整理、とりま

とめ ⇒表下の補足参照 

まちづくり局

都市計画課 

２１

 ■道路整備プログラムの推進 

道路整備プログラムに基づく進行管

理 

■道路整備プログラムの推進 

道路整備プログラムに基づく進行管

理の実施 

※都市計画道路事業進捗率 68.0％

（前年度＋0.2％） 

⇒完成延長：206,840ｍ→207,677

ｍ（前年度＋55m） 

建設緑政局 

企画課 

２２

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 

（補足）その他都市計画道路等（都市計画道路網のあり方に基づく見直し方針の策定） 

●計画どおり進捗しなかった理由：2017 年度に、都市計画道路網のあり方と密接に関連する「総合都市交通計画」の見直しが予定

されていることから、今年度は道路網の見直しの考え方・方針を整理し、とりまとめました。 

●次年度の取組の方向性：2017 年度に「総合都市交通計画」の見直しと連携した具体的な取組内容を取りまとめることで、より効

率的かつ実効性の高い取組が可能となると判断しました。 
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（関連施策） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

川崎駅北口自由通

路 

■北口自由通路等の整備推進 

■北口自由通路西側ペデストリアン

デッキの整備推進 

■行政サービス施設等の設置に向け

た調整 

■アゼリア接続エレベータの整備推

進 

■北口自由通路等の整備推進 

・ホーム上の基礎工事や鉄骨工事を完

了 

■北口自由通路西側ペデストリアン

デッキの整備推進 

・基礎杭工事を完了 

■行政サービス施設等の設置に向け

た調整 

・実施設計を完了 

■アゼリア接続エレベータの整備推

進 

・屋根及びエレベータの基礎工事に着

手 

まちづくり局

拠点整備 

推進室 

２３ イ 

幅広車両の導入 

（ＪＲ南武線） 

■幅広車両の導入の促進 ■幅広車両の導入の促進 

・2017年 3月までに、全36編成の

幅広車両（Ｅ233系通勤形車両）の導

入が完了 

まちづくり局

交通政策室 

２４ ア 

列車の長編成化 

（ＪＲ南武線） 

■列車長編成化の取組の促進 ■列車長編成化の取組の促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じ

て、鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局

交通政策室 

２５ ア 

臨海部幹線道路の

整備 

■臨海部地域の土地利用動向の把握 ■臨海部地域の土地利用動向の把握 

・関係企業の土地利用等に関する情報

収集を実施 

臨海部国際戦

略本部 

拠点整備 

推進部 

２６ ア 

重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（その他事業関係）

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

その他鉄道事業関

係 

■鉄道輸送力増強の促進 ■鉄道輸送力増強の促進 
・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて
鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局

交通政策室 

２７ ア、イ

 ■ＪＲ東日本との連携の推進 ■ＪＲ東日本との連携の推進 
・公共交通の利用促進に向けた啓発活
動（ＪＲ東日本と連携し、鉄道に関す
る理解促進を図るため、小学生を対象
とした「地域の寺子屋事業」を実施）

まちづくり局

交通政策室 

２８ ア、イ

 ■東急電鉄との包括連携協定に基づ

く沿線まちづくりの取組推進 

■駅を中心としたまちづくりやアク

セス向上に向けた調査検討 

■東急電鉄との包括連携協定に基づ

く沿線まちづくりの取組を推進 

■駅を中心としたまちづくりやアク

セス向上に向けた調査検討を実施 

まちづくり局

地域整備推進

課 

２９ ア、イ

 ■小田急電鉄との連携の推進 ■小田急電鉄との包括連携協定の締

結［2016.11］ 

まちづくり局

企画課 

３０ ア、イ

 ■「交通政策審議会」の答申を踏まえ

た対応 

■「交通政策審議会」の答申を踏まえ
た対応 
・交通政策審議会の答申を踏まえた対
応方針の基本的な考え方のとりまと
め 

まちづくり局

交通政策室 

３１ ア、イ

 ■鉄道整備事業基金の積立（利子積

立） 

■鉄道整備事業基金の積立（利子積
立） 

まちづくり局

交通政策室 

３２ ア、イ

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化（その他事業関係） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

その他道路事業関

係 

■国直轄道路事業負担金 

・国直轄道路事業の促進（国道1号な

ど５路線） 

■国直轄道路事業負担金 
・国直轄道路事業の促進（国道1号な
ど５路線） 

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

３３ ア、イ

 ■広域幹線道路網の整備及び利用促

進に向けた活動の実施 

■広域幹線道路網の整備及び利用促
進に向けた活動の実施 
・各種協議会等を通じ広域幹線道路網
整備等の要望活動を実施 
・一体的で利用しやすい料金体系導入
後の効果検証に向けた関係機関との
調整を実施 

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

３４ ア、イ

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（２） 交通の安全・安心の強化 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

緊急性が高く、市民の関心が高い、日常の安全・安心の強化と非常時に対する防災性の強化

に向けた取組を進めます。 

・日常の交通の安全・安心の強化に向け、事故割合が近年増加傾向にある歩行者の事故防止対

策に取り組みます。 

・多くの人や交通が輻輳する駅や駅周辺において、安全対策やバリアフリー化を進めます。 

・子育て世帯や高齢者、障害者をはじめ、誰もが利用しやすいバスやタクシー等の普及を進め

ます。 

・非常時の交通の安全・安心に向け、大規模災害時に駅などにおいて大量に発生すると考えら

れる帰宅困難者の対策を進めます。 

・さらに、救援や復旧活動を支える道路網の機能確保に向けた取組を進めるとともに、災害に

強い交通基盤の整備を進めます。 

■取組の方針 

ア 安全性の向上（安全・安心な歩行空間づくりの推進）  

①歩行者、自転車、自動車の空間的分離に向けた取組や放置自転車対策を推進し、安全で歩

行者が安心して利用しやすい空間づくりを推進します。 

②自転車利用者の交通ルール遵守・マナー向上に向けた取組を推進します。 

③駅周辺において歩行者の踏切横断を軽減する取組を推進します。 

④中長期的には、通過交通の生活道路への流入防止の取組や、駅周辺における歩行者やバス、

自動車などの踏切横断を軽減する取組を推進します。 

イ ユニバーサル（バリアフリー）化の推進とグローバル化への対応 

①子育て世帯から高齢者、障害者をはじめ、誰もが利用しやすいノンステップバスやユニバ

ーサルデザインタクシー等の車両の普及や利用環境の整備を促進します。 

②高齢者や障害者などの自立した日常生活を確保するために、駅の安全対策や駅周辺におけ

る歩行経路の安全性を向上する取組を推進します。 

③外国からの来街者をはじめ誰もがわかりやすいターミナル駅におけるインフォメーション

機能の向上を推進します。 

ウ 災害に強い交通基盤の整備（減災・復旧対策の推進） 

①災害時の被害を軽減するため、鉄道施設や道路施設の耐震化を推進します。 

②災害発生時の復旧活動を円滑に行うため、防災拠点と医療、市役所施設等を結ぶ輸送道路

の整備を推進するとともに、この輸送機能確保に向けた市民への普及啓発や沿道建築物の

損壊を防ぐ取組みを促進します。 

③大規模災害に伴う公共交通への集中回避に向け、勤務地等での一時待機を促すとともに、 

駅における物資の確保や運行情報の伝達手法の検討など緊急時に備えた取組を促進します。

④中長期的には、鉄道ネットワークや道路ネットワークの多重化を推進します。
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その１） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

安全な歩行環境の 

整備 

■歩道設置事業による歩道整備実施

（1,500ｍ） 

■歩道設置事業による歩道整備実施

（2,865ｍ） 

建設緑政局 

道路施設課 

１ ア、イ

■交差点改良7箇所 ■交差点改良22箇所完了（通学路の

安全対策として交差点のカラー舗装

等を実施） 

建設緑政局 

道路施設課 

２

■安全施設の設置・更新 

■通学路の対策必要箇所の抽出と対

策実施 

■道路施設の適切な維持管理の実施 

■安全施設の設置・更新 

■通学路の対策必要箇所の抽出と対

策実施 

■道路施設の適切な維持管理の実施 

建設緑政局 

道路施設課 

３

■道路照明灯の設置・更新 ■道路照明灯の設置・更新 建設緑政局 

道路施設課 

４

 ■踏切の安全性向上に向けた取り組

みの推進 

■踏切の安全性向上に向けた取組の

推進 

・市内の２箇所の踏切について、踏切

内の歩道部のカラー化を実施 

建設緑政局 

企画課 

５

自転車通行環境の 

整備 

■自転車通行環境整備の推進  

・土橋交差点ほか9箇所 

■新たな実施計画の策定 

■自転車通行環境整備実施計画に基

づくソフト施策の推進（ルールの周

知・徹底とマナーの向上） 

■自転車通行環境整備実施計画に基

づくソフト施策の推進（ルール違反に

対する指導・誘導・取締りの強化） 

■土橋交差点ほか11箇所における自

転車通行環境整備を実施    

※自転車通行環境整備延長 

・自転車道4,330ｍ（前年度と同数）

・車道内自転車レーン（自転車専用通

行帯）3,690ｍ（昨年度+570m） 

・車道混在7,870ｍ（前年度+3,870

ｍ）  

□自転車利用に関する基本的な考え

方の検討 ⇒表下の補足参照 

■ルールの周知・徹底とマナーの向上

・自転車の安全利用スマートガイド

（小冊子）の作成 15,000 冊 

・自転車の保険に関わるポスターによ

る広報  

■ルール違反に対する指導・誘導・取

締りの強化 

・警察と連携をとった、マナーアップ

指導員の自転車事故多発地域への巡

回 

建設緑政局 

企画課 

市民文化局 

地域安全 

推進課 

６ ア 

施策・事業の進捗状況一覧 進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 

（補足）自転車通行環境の整備（新たな実施計画の策定） 

●計画どおり進捗しなかった理由：新たな実施計画策定については、自転車の通行環境整備、駐輪場整備、マナー啓発のほか、観光へ

の活用など様々な視点での検討が新たに必要となり、効率的・効果的に自転車施策の展開を図るため、自転車利用に関する基本的な考

え方について検討を進めたことから、計画策定には至りませんでした。 

●次年度の取組の方向性：次年度については、自転車利用に関する基本的な考え方の検討を進め、「川崎市自転車利用基本方針」の策

定を目指します。 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その２） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

放置自転車の削減 ■総合的な放置自転車対策への対応 

■川崎駅東口周辺地区総合自転車対

策 

■効率的・効果的な駐輪場整備 

■適正な自転車利用の誘導 

■総合的な放置自転車対策への対応 

※自転車等駐車場箇所数241箇所（前

年度と同数） 

・市営 146箇所（前年度-1箇所） 

・民営 95 箇所（前年度+1箇所） 

※自転車等駐車場収容台数 83,305

台（前年度＋1,772 台） 

・市営 53,587台（前年度+1,017台）

・民営 29,718台（前年度+755台）

※放置自転車台数2,935台 

（前年度-432台） 

※放置自転車撤去台数29,901 台 

（前年度-4,657 台） 

※放置禁止区域指定駅数45駅 

（前年度と同数） 

※延べ附置義務届出台数19,440台 

（前年度+1,533 台）  

■川崎駅東口周辺地区総合自転車対

策 

・押し歩きなどの自転車通行ルール遵

守キャンペーンの実施 

・新川通り通行環境整備及び小川町地

区代替駐輪場計画の策定 

・京急高架下駐輪場の設計 

・市役所通り通行環境整備の効果検証

■効率的・効果的な駐輪場整備（「川

崎駅東口周辺地区総合自転車対策」及

び民間自転車等駐車場整備費補助金

制度活用」の駐輪場を除く） 

［供用開始（市営）］ 

・向ヶ丘遊園駅自転車等駐車場第１施

設（831台）［2016.6］ 

・登戸駅自転車等駐車場第３施設

（419台）［2017.2］ 

・溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場第

５施設（53台）［2017.4］ 

・溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場第

６施設（95台）［2017.4］ 

■適正な自転車利用の誘導 

・平間駅周辺及び宿河原周辺の放置禁

止区域の指定に向けた調整 

建設緑政局 

自転車対策室

７ ア 

■民間駐輪場助成制度導入など民間

による駐輪場整備の促進 

■新たな料金体系の実施後の検証 

■駐輪場への誘導などソフト施策の

実施 

■駐輪場の指定管理者制度の運用 

■民間自転車等駐車場整備費補助金

制度による駐輪場整備 

・申請件数0件（前年度-1件） 

■新たな料金体系の実施後の検証 

・実施効果の検証と今後の対応の検討

を実施 

■駐輪場への誘導などソフト施策の

実施 

・整理誘導員による駐輪場への誘導な

どを実施 

■駐輪場の指定管理者制度の運用 

・指定管理者自転車等駐車場 140 箇

所（前年度と同数） 

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その３） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

自転車通行ルール

の普及啓発 

■交通安全運動の推進 

■交通安全教育の実施 

■自転車マナーアップ推進事業 

■各種広報 

■交通安全運動の実施 

・各季の運動 年４回 

・強化月間 年 2 回（5 月は自転車マ

ナーアップ強化月間、12 月は飲酒運

転根絶強化月間,) 

■交通安全教育の実施 

・交通安全教室 483 回、50,177 名

参加    

■自転車マナーアップ推進事業 

・自転車マナーアップ指導員による自

転車マナーアップカードの交付 

（5,501枚 196日巡回）  

■各種広報 

・自転車マナーアップ強化月間におけ

るポスター掲示、キャンペーンでのチ

ラシ配布 

・市ホームページに自転車走行ルール

等を掲載し、ルール遵守、マナー向上

の呼びかけ 

・自転車安全利用五則等を掲載した小

冊子を各種キャンペーン等での配布 

・自転車安全利用啓発ビデオを等々力

競技場等での放映するなど 

※交通事故件数（2016.12末） 

   3,218件（前年-110件） 

※自転車関連事故件数（2016.12末）

   899件（前年-1件） 

市民文化局 

地域安全 

推進課 

８ ア 

駐車施策の推進 ■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

の結果に基づく荷さばき対策の検討

及び取組の推進 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

・駐車場法、大規模小売店舗立地法、

附置義務条例等に基づく事業者協議

及び指導を実施 

※附置義務駐車場（自動車） 

   1,252箇所/63,709台 

（前年度+29箇所/+1,298 台） 

※附置義務駐車場（自動二輪車） 

   204箇所/971台 

（前年度+16箇所/+63台） 

※附置義務駐車場（荷捌き） 

   124箇所/1,247台 

（前年度+9箇所/+100台） 

※届出駐車場（自動車） 

   122箇所/21,069 台 

（前年度+7箇所/+527台） 

※届出駐車場（自動二輪車） 

  37 箇所/391台 

（前年度+16箇所/+63台） 

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

を踏まえた協議・調整 

・路上での荷さばき場所確保のための

適地調査の実施 

・路上での荷さばき場所設置に向けた

協議調整 

・今後の取組方針の取りまとめ 

まちづくり局

交通政策室 

９ ア 

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その４） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

JR 南武線武蔵溝ノ

口以北の駅アクセ

ス向上 

■稲田堤駅の橋上駅舎化 

・事業用地取得、工事着手 

■津田山駅の橋上駅舎化 

・工事着手 

■駅アクセス向上方策案の見直し 

■稲田堤駅の橋上駅舎化 

・事業用地取得交渉等 

■津田山駅の橋上駅舎化 

・工事着手[2017.3] 

■駅アクセス向上方策案の見直し 

・中野島駅について、既存ストックを

活用した暫定的な臨時改札口の設置

に向けた協議・調整 

まちづくり局

交通政策室 

１０ ア、イ

駅周辺における 

バリアフリー化 

■溝口駅周辺地区バリアフリー基本

構想の改定 

■ユニバーサルデザイン方針の策定 

■バリアフリー基本構想等に基づく

駅周辺地区ごとのバリアフリー事業

の進行管理 

■溝口駅周辺地区バリアフリー基本

構想を、平成２９年３月に改定した 

□ユニバーサルデザイン方針とする

基本的な考え方をとりまとめた 

⇒表下の補足参照 

■バリアフリー基本構想等に基づく

駅周辺地区ごとのバリアフリー事業

の進行管理を行った 

まちづくり局

企画課 

１１ ア、イ

■バリアフリー基本構想地区、推進構

想地区 ５地区（京急大師線沿線地区、

JR南武支線沿線地区、津田山・久地・

宿河原駅周辺地区、梶が谷・宮崎台駅

周辺地区、中野島・稲田堤駅周辺地区）

の整備推進 

■バリアフリー基本構想地区、推進構

想地区５地区（京急大師線沿線地区、

JR南武支線沿線地区、津田山・久地・

宿河原駅周辺地区、梶が谷・宮崎台駅

周辺地区、中野島・稲田堤駅周辺地区）

の整備実施（点字ブロックの設置等に

より移動円滑化を推進） 

建設緑政局 

道路施設課 

１２

駅構内のバリアフ

リー化 

■鉄道駅へのエレベーター等の整備

促進 

■鉄道駅へのエレベーター等の整備

促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じ

て、鉄道事業者へ鉄道駅へのエレベー

ター等の整備促進を要望 

※バリアフリー化駅数 

   市内 55駅中47駅             

まちづくり局

交通政策室 

１３ ア、イ

 ■ホームドア等の転落防止策の推進 ■ホームドア等の転落防止策の推進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じ

て、鉄道事業者へホームドア等の整備

推進を要望 

※内方線付き点状ブロック設置駅数 

   市内 55駅中49駅 

（設置駅のうち、向河原駅、久地駅は

片側ホームのみ設置） 

※ホームドア設置駅数 

   市内 55駅中 5 駅 

（東急電鉄：武蔵小杉駅、溝の口駅（大

井町線）、元住吉駅、新丸子駅、宮前

平駅） 

まちづくり局

交通政策室 

１４

■ＪＲ武蔵小杉駅の駅利用者や周辺

の歩行者動向調査の実施 

■ＪＲ武蔵小杉駅の駅利用者や周辺

の歩行者動向調査を実施 

まちづくり局

拠点整備 

推進室 

１５

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 

（補足）駅周辺におけるバリアフリー化（ユニバーサルデザイン方針の策定） 

●計画どおり進捗しなかった理由：ユニバーサルデザイン方針については、2016年度中の策定予定でしたが、2017年2月に国が

策定したユニバーサルデザイン2020行動計画などと整合を図る必要が生じたことから、策定には至りませんでした。 

●次年度の取組の方向性：ユニバーサルデザイン2020行動計画や次年度策定予定の第2期かわさきパラムーブメント推進ビジョン

と整合を図りながら、2017年度も引き続き検討を進めます。 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その５） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

ノンステップバス

の導入促進 

■民間バス事業者へのノンステップ

バスの導入促進 

■民間バス事業者へのノンステップ

バスの導入補助（補助申請なし）、協

議・調整 

※民間バス事業者のノンステップバ

ス導入率 

   79％（前年度＋1％（+16両）） 

まちづくり局

交通政策室 

１６ イ 

■市バス車両の導入 

・ノンステップバス４両 

■市バス車両の導入 

・大型ハイブリッドノンステップバス

１両 

・大型ノンステップバス４両 

・中型ノンステップバス１両 

※市バス・バリアフリー対応車両

100％（344両） 

  ・うち、ノンステップバス 323両

交通局運輸課 １７

ユニバーサルデザ

インタクシーの普

及 

■ユニバーサルデザインタクシー導

入補助 

■ユニバーサルデザインタクシー対

応の乗場整備 

■タクシー乗場の運用ルールの調整 

□ユニバーサルデザインタクシー導

入補助4台 ⇒表下の補足参照 

※ユニバーサルデザインタクシー市

内登録台数／導入率 

 40台／2.8％ 

（前年度+4台／+0.3％） 

■ユニバーサルデザインタクシー対

応の乗場整備 

・溝口駅南口広場の乗場整備、供用開

始[2017.1] 

※ユニバーサルデザインタクシー対

応乗場箇所数／バース数 

   8 箇所／9バース 

（前年度+1箇所／+1バース） 

■タクシー乗場の運用ルールの調整 

・ユニバーサルデザインタクシーの優

先利用ルールの徹底に向けた調整 

まちづくり局

交通政策室 

１８ イ 

 ■新川崎駅前ロータリーにおけるユ

ニバーサルデザインタクシー配車シ

ステムの運用開始 

■新川崎駅前ロータリーにおけるユ

ニバーサルデザインタクシー配車シ

ステムの運用開始［2016.11］ 

まちづくり局

地域整備 

推進課 

１９

ターミナル駅など

における案内情報

の充実 

■バスロケーションシステム導入補

助 

■バスロケーションシステム導入補

助（バス停表示機4基／年） 

※バス停表示機設数54基 

（前年度+4基） 

まちづくり局

交通政策室 

２０ イ、ウ

 ■市バスナビの充実 

・タブレット型停留所運行情報表示器

の設置 13基 

■市バスナビの充実 

・タブレット型停留所運行情報表示器

の設置 13基 

※停留所運行情報表示器設置総数 43

基 

交通局運輸課 ２１

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 

（補足）ユニバーサルデザインタクシーの普及（ユニバーサルデザインタクシー導入補助） 

●計画どおり進捗しなかった理由：ユニバーサルタクシーの新車両の発売を見込んだ各タクシー事業者の事業計画の見直しが生じたた

め、計画達成には至りませんでした。 

●次年度の取組の方向性：2017 年度には、新車両の発売が予定していることから、導入台数の増加が期待されるとともに、引き続

き、利用促進、導入に向けたＰＲかつ活動を推進してまいります。 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その６） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

道路橋りょうの耐

震化 

■耐震対策整備事業 

（優先度の高い橋梁の耐震対策） 

・鹿島田跨線橋における耐震補強対策

工事の実施 

（その他優先的に進める耐震対策） 

・川崎市橋梁耐震化計画の策定 

・耐震化計画に基づく対策の推進（新

船橋ほか６橋） 

■耐震対策整備事業 

（優先度の高い橋梁の耐震対策） 

・鹿島田跨線橋における耐震補強対策

工事の実施 

※耐震工事完了１２３橋／１２４橋 

（その他優先的に進める耐震対策） 

・川崎市橋梁耐震化計画の策定 

・耐震化計画に基づく対策の推進（新

船橋ほか９橋） 

建設緑政局 

道路施設課 

２２ ウ 

鉄道施設の耐震化

（駅舎等の耐震対

策の推進） 

■鉄道施設の耐震化の推進 ■鉄道施設の耐震化の推進 

・耐震化事業に対する補助制度創設に

向けた関係自治体との協議調整を実

施 

まちづくり局

交通政策室 

２３ ウ 

道路の無電柱化 ■道路の無電柱化事業の推進 

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など９路線１４箇所 

■道路の無電柱化事業の推進 

【事業着手】丸子中山茅ヶ崎線（野川）

【事業継続】国道４０９号(市ノ坪）な

ど９路線１４箇所                

建設緑政局 

道路整備課 

２４ ア、イ、

ウ 

― ※無電柱化道路整備延長 38.23km

（前年度と同数）  

  延長には国の直轄国道を含まず 

建設緑政局 

路政課 

―

■国直轄事業の促進 

【事業継続】国道409号など2路線

■国直轄事業の促進 

【事業継続】国道409号など2路線

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

２５

緊急交通路、輸送道

路の整備、機能確保

■緊急輸送道路の整備 

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など１４路線２１箇所 

■緊急輸送道路の整備 

【事業着手】丸子中山茅ヶ崎線（野川)

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など１３路線２０箇所 

【事業完了】苅宿小田中線（Ⅰ期） 

建設緑政局 

道路整備課 

２６ ウ 

 ■緊急交通路・緊急輸送道路の市民や

道路利用者への周知 

■緊急交通路・緊急輸送道路の市民や

道路利用者への周知 

・緊急交通路・緊急輸送道路のホーム

ページでの指定路線の掲載による周

知 

・緊急交通路標識による周知 

建設緑政局 

企画課 

道路施設課 

２７

 ■通行障害建築物への耐震化費用の

助成 

□通行障害建築物への耐震化費用の

助成 ⇒表下の補足参照 

【耐震診断義務】 

・耐震診断34件（木造：6件・非木

造：28件） 

・耐震改修1件（非木造：1件） 

【耐震診断努力義務】 

・耐震診断1件（非木造：1件） 

まちづくり局

建築管理課 

２８

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 

（補足）緊急交通路、輸送道路の整備、機能確保（通行障害建築物への耐震化費用の助成） 

●計画どおり進捗しなかった理由：これまでの申請件数や建物所有者の意向を確認したうえで対応していましたが、実際には申請され

なかったため、目標達成に至りませんでした。 

●次年度の取組の方向性：次年度については、HPや市政だより、手紙の送付等による周知啓発を強化し、特に、耐震診断義務化建築

物については、診断士による個別フォロー委託業務を実施して所有者へ個別周知を行い、診断等を促し目標達成を目指します。 
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重点施策（２）交通の安全・安心の強化（その７） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

災害時における帰

宅困難者対策の推

進 

■主要駅周辺の連携体制づくり 

■一時滞在施設の確保 

■帰宅困難者用備蓄の確保 

■徒歩帰宅者支援 

■各区での取組 

■主要駅ごとの協議会等での対策推

進 

・川崎駅周辺帰宅困難者対策訓練の実

施［2016.11］ 

・川崎駅周辺の災害時における行動ル

ールの修正［2017.2］ 

・武蔵小杉駅周辺、新百合ヶ丘駅周辺

での帰宅困難者対策訓練の実施

［2016.11］ 

・溝口駅周辺地域エリア防災計画の検

討 

・帰宅困難者用一時滞在施設マップの

更新・配布 

■一時滞在施設の確保 

・市内１施設確保（計48施設） 

・新たに指定した一時滞在施設等に無

線機を配備、通信訓練を実施 

■帰宅困難者用備蓄の確保 

・幸区堀川町跨道橋下備蓄倉庫の供用

開始 

・新たな備蓄品として簡易トイレを配

備 

■徒歩帰宅者支援 

九都県市や四県市と連携し、災害時帰

宅支援ステーションを拡充 

■各区での取組 

・川崎区にて国道15号線帰宅困難者

対策訓練の実施［2017.2］ 

・幸区にて川崎駅西口周辺帰宅困難者

対策訓練の実施［2016.10］ 

総務局 

危機管理室 

各区役所 

危機管理担当

２９ ウ 

重点施策（２）関連の鉄道及び道路ネットワーク形成事業（代表的な事業を記載） 

事業名 
取組の方針

重点施策の概要参照

京急大師線連続立体交差事業 

取組概要については 
重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 

２０、２１ページ参照 

ア 

ＪＲ南武線連続立体交差事業 ア 

川崎縦貫鉄道 ウ 

横浜市営地下鉄3号線の延伸 ウ 

臨港道路東扇島水江町線 ウ 

川崎縦貫道路 ア、ウ 

国道357号 ウ 

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（３） 市民生活を支える公共交通の強化 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

誰もが利用できる公共交通を駅を中心により利用しやすくし、強化することで、利用促進を

図り、将来にわたる市民生活を支えます。 

・地域の特性に応じ、駅やバス停へのアクセスを改善することにより、市民生活を支える公共

交通を利用しやすくし、効果的にその利用促進を図ります。 

・駅の結節機能の強化などにより、駅を中心に公共交通をより利用しやすくし、その利用促進

を図ることで、将来にわたって、公共交通を維持し、市民生活を支えます。 

■取組の方針 

ア 公共交通へのアクセス向上  

①駅までの速達性・定時性の向上に向け、地域の特性に応じ、都市計画道路の整備などバス

の走行環境の改善への取組を推進します。 

②道路基盤の状況や地域住民の取組状況などの地域の特性やニーズに応じ、駅やバス停への

アクセスの改善に向けた検討を進めるとともに住民主体の交通改善に向けた取組等への支

援を推進します。 

③中長期的には、新たな鉄道等の整備により、公共交通へのアクセスを向上させる取組を推

進します。 

イ 駅周辺の特性に応じた交通環境の整備及び公共交通の利用促進 

①駅のアクセス数や利用者等の規模を踏まえ、アクセス性、回遊性、乗継利便性の向上など

の交通結節機能の強化や交通集中による混雑を緩和するため、自由通路や駅前広場等の整

備、駐輪場の効率的な運用を推進します。 

②複数の路線が乗り入れるターミナル駅などにおいては、バスやタクシー、自転車など様々

な交通がアクセスすることから、それらの乗り継ぎの更なる円滑化、利便性の向上に向け、

駅前広場等の整備、案内情報等の充実を推進します。 

③鉄道により地域が分断され、駅へのアクセス性や結節機能の向上を図るべき駅において、

駅を橋上駅舎化し、駅へのアクセス性の向上を推進します。 

④路線バスの運行案内等の情報提供の充実、市民へのＰＲなどを行い、バス利用を促進する

取組を推進します。 

⑤交通遮断、地域分断を解消する鉄道立体交差化と連携して、地域交通網の見直しや駅前空

間の充実など駅アクセス性の向上を推進します。 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その１） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

都市計画道路等の

整備 

■街路整備事業 

【事業継続】宮内新横浜線（宮内）な

ど１１路線１８箇所 

■街路整備事業 

【事業着手】丸子中山茅ヶ崎線（野川）

【事業継続】宮内新横浜線（宮内）な

ど１１路線１７箇所 

【事業完了】苅宿小田中線（Ⅰ期） 

建設緑政局 

道路整備課 

１ ア、イ

 ■道路改良事業（国県道） 

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など５路線９箇所 

■道路改良事業（国県道）  

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など５路線９箇所 

建設緑政局 

道路整備課 

２

 ■道路改良事業（市道のうちバス運行

路線） 

【事業継続】宮前６号線（野川）など

９路線 

■道路改良事業（市道のうちバス運行

路線） 

【事業継続】宮前６号線（野川）など

９路線 

建設緑政局 

道路整備課 

道路施設課 

３

■橋りょう整備事業 

①等々力大橋(仮称) 

・河川協議、工事用搬入路の整備を実

施 

②末吉橋 

・河川協議、橋梁の詳細設計、地質調

査、用地測量を実施 

③柿生陸橋 

・主要地方道横浜上麻生道路整備事業

に伴う柿生陸橋整備の事業推進 

■橋りょう整備事業 

①等々力大橋(仮称) 

・平成２９年3月に東京都と施行協定

を締結した。また、河川占用協議を進

めるとともに、東京都側で３月に準備

工に着手した。 

②末吉橋 

・調査設計を進め、用地測量及び河川

占用協議を実施した。 

③柿生陸橋 

・主要地方道横浜上麻生道路整備事業

に伴う柿生陸橋整備の事業推進に向

け、用地交渉等を行った。 

建設緑政局 

道路整備課 

４

 ■国道 409 号（国道 15 号～国道 1

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

■国道 409 号（国道 15 号～国道 1

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

・川崎駅周辺などの交通円滑化に向

け、国等関係機関と協議・調整を実施

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

５

 ■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸３号線（区画整理事

業区域）など6路線 

■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸３号線（区画整理事

業区域）など6路線 

まちづくり局

登戸区画整理

事務所 

６

バス優先レーンの

機能確保（バス優先

レーン上の駐停車

対策の推進） 

■川崎駅東口周辺の交通環境改善に

向けた検討（バスレーン上に駐停車す

る企業送迎バス対策を含む）、関係機

関との協議調整 

■川崎駅東口周辺における交通手段

別の停車エリアの区分における関係

機関との協議調整、改善方策の取組

（小川町地区の企業送迎バス運行企

業の連絡会議の開催） 

まちづくり局

交通政策室 

７ ア、イ

 ■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

の結果に基づく荷さばき対策の検討

及び取組の推進 

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

を踏まえた協議・調整 

・路上での荷さばき場所確保のための

適地調査の実施 

・路上での荷さばき場所設置に向けた

協議調整 

・今後の取組方針の取りまとめ 

まちづくり局

交通政策室 

８

 ■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

・市民総ぐるみ運動で広報啓発活動を

展開 

市民文化局 

地域安全 

推進課 

９

施策・事業の進捗状況一覧 進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その２） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

地域等性等に応じ

た地域交通支援策

の充実に向けた検

討 

■様々な地域交通支援策の検討 ■様々な地域交通支援策の検討 

・他都市の事例調査、交通事業者等へ

のヒアリング 

・コミュニティ交通のさまざまな導入

手法に関する検討 

・多様な主体と連携したコミュニティ

交通の支援の検討 

まちづくり局

交通政策室 

１０ ア 

バス事業者との連

絡体制の強化 

■バス事業者連絡会議の開催 ■バス事業者連絡会議の開催 

・市民要望や道路・駅前広場の整備進

捗状況などの情報共有、路線バス社会

実験に関する検討 

まちづくり局

交通政策室 

１１ ア 

バス運行社会実験

制度の導入、実施 

■路線バス社会実験支援制度による

実験実施に向けた調整 

■路線バス社会実験支援制度による

社会実験の実施に向けた調整 

・交通局および東急バスの共同運行に

よる社会実験実施に向けた調整 

・社会実験の実施（向ヶ丘遊園駅南口

～たまプラーザ駅の新規路線） 

［2016.8～2017.１］ 

まちづくり局

交通政策室 

１２ ア 

コミュニティ交通

等の導入検討・支援

■地域協議会等への支援 ■地域協議会等への支援 

【高石地区・本格運行】本格運行の継

続に向けた取組（利用者調査の実施、

車両の買替に向けた調整） 

【長尾台地区・本格運行】本格運行の

継続に向けた取組 

【白幡台地区・検討中】行動特性調査

の分析、コミュニティ交通導入の検討

【岡上西地区・検討中】行動特性調査

の分析、コミュニティ交通導入の検

討・運行実験の実施 

まちづくり局

交通政策室 

１３ ア 

駅前広場の整備 溝口駅南口 

■駅前広場の完成、全面供用開始 

溝口駅南口 

■駅前広場の完成、全面供用開始

［2017.1］ 

建設緑政局 

道路整備課 

１４ ア、イ

 新川崎駅 

■新川崎駅前ロータリーにおけるユ

ニバーサルデザインタクシー配車シ

ステムの運用開始 

新川崎駅 

■新川崎駅前ロータリーにおけるユ

ニバーサルデザインタクシー配車シ

ステムの運用開始［2016.11］ 

まちづくり局

地域整備 

推進課 

１５

 登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口 

■登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口駅前

広場の基礎調査の実施 

登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口 

■登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口駅前

広場の基礎調査の実施 

まちづくり局

登戸区画整理

事務所 

１６

 産業道路駅 

■駅前バス交通広場の整備に向けた

協議・調整 

産業道路駅 

■駅前バス交通広場の整備に向けた

協議・調整 

・交通事業者等との協議・調整を実施

・駅前バス交通広場のアクセス道路で

ある区画道路の整備・供用開始 

臨海部国際戦

略本部 

拠点整備 

推進部 

１７

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討 

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討に向け

た国等関係機関との協議調整 

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

１８

柿生駅南口 

■再開発等の事業推進に向けた取組 

・地域が主体となった再開発検討組織

の運営支援 

・事業手法等に関する検討・調整 

■バス暫定広場の維持管理 

・バス暫定広場用地の賃貸借契約の更

新 

・バス暫定広場の清掃などの維持管理

業務 

柿生駅南口 

■再開発等の事業推進に向けた取組 

・新準備組合の組成及び新組織への運

営支援 

・柿生駅周辺地区まちづくりビジョン

素案の策定 

・駅前広場基本構想案の検討 

■バス暫定広場の維持管理 

・バス暫定広場用地の賃貸借契約の更

新 

・バス暫定広場の清掃などの維持管理

業務 

まちづくり局

地域整備 

推進課 

１９

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その３） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

（川崎駅周辺の交

通環境改善等） 

■川崎駅東口周辺の交通環境改善に

向けた検討、関係機関との協議調整 

■川崎駅東口周辺における交通手段

別の停車エリアの区分における関係

機関との協議調整、改善方策の取組

（小川町地区の企業送迎バス運行企

業の連絡会議設置） 

まちづくり局

交通政策室 

２０ ア、イ

 ■「小川町地区都市基盤施設活用方

策」に基づく取組の推進 

・バス発着場の基本設計等の実施 

・既存駐輪場の代替施設の工事着手 

■「小川町地区都市基盤施設活用方

策」に基づく取組の推進 

・バス発着場の基本設計等の実施 

・既存駐輪場の代替施設の調整 

建設緑政局 

自転車対策室

まちづくり局

地域整備推進

課 

２１

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

の結果に基づく荷さばき対策の検討

及び取組の推進 

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

を踏まえた協議・調整 

・路上での荷さばき場所確保のための

適地調査の実施 

・路上での荷さばき場所設置に向けた

協議調整 

・今後の取組方針の取りまとめ 

まちづくり局

交通政策室 

２２

■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

・市民総ぐるみ運動で広報啓発活動を

展開 

市民文化局 

地域安全 

推進課 

２３

（鷺沼駅周辺の交

通環境改善等） 

■東急電鉄との包括連携協定に基づ

く沿線まちづくりの取組推進 

■駅を中心としたまちづくりやアク

セス向上に向けた調査検討 

■東急電鉄との包括連携協定に基づ

く沿線まちづくりの取組を推進 

■駅を中心としたまちづくりやアク

セス向上に向けた調査検討を実施 

まちづくり局

地域整備推進

課 

２４

（新百合ケ丘駅周

辺の交通環境改善

等） 

■南口駅前広場等の交通混雑緩和に

向けた取組の推進 

■民間開発の誘導 

■南口駅前広場等の交通混雑緩和に

向けた取組の実施 

■民間開発の誘導に向けた地元権利

者との協議実施 

まちづくり局

地域整備推進

課 

２５

自由通路、連絡通路

の整備 

川崎駅北口自由通路 

■北口自由通路等の整備推進 

■北口自由通路西側ペデストリアン

デッキの整備推進 

■行政サービス施設等の設置に向け

た調整 

■アゼリア接続エレベータの整備推

進 

川崎駅北口自由通路 

■北口自由通路等の整備推進 

・ホーム上の基礎工事や鉄骨工事を完

了 

■北口自由通路西側ペデストリアン

デッキの整備推進 

・基礎杭工事を完了 

■行政サービス施設等の設置に向け

た調整 

・実施設計を完了 

■アゼリア接続エレベータの整備推

進 

・屋根及びエレベータの基礎工事に着

手 

まちづくり局

拠点整備 

推進室 

２６ ア、イ

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その４） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

駐輪場の効率的な

運用（整備、誘導、

運用） 

■総合的な放置自転車対策への対応 

■川崎駅東口周辺地区総合自転車対

策 

■効率的・効果的な駐輪場整備 

■適正な自転車利用の誘導 

■総合的な放置自転車対策への対応 

※自転車等駐車場箇所数241箇所（前

年度と同数） 

・市営 146箇所（前年度-1箇所） 

・民営 95 箇所（前年度+1箇所） 

※自転車等駐車場収容台数 83,305

台（前年度＋1,772 台） 

・市営 53,587台（前年度+1,017台）

・民営 29,718台（前年度+755台）

※放置自転車台数2,935台 

（前年度-432台） 

※放置自転車撤去台数29,901 台 

（前年度-4,657 台） 

※放置禁止区域指定駅数45駅 

（前年度と同数） 

※延べ附置義務届出台数19,440台 

（前年度+1,533 台）  

■川崎駅東口周辺地区総合自転車対

策 

・押し歩きなどの自転車通行ルール遵

守キャンペーンの実施 

・新川通り通行環境整備及び小川町地

区代替駐輪場計画の策定 

・京急高架下駐輪場の設計 

・市役所通り通行環境整備の効果検証

■効率的・効果的な駐輪場整備（「川

崎駅東口周辺地区総合自転車対策」及

び民間自転車等駐車場整備費補助金

制度活用」の駐輪場を除く） 

［供用開始（市営）］ 

・向ヶ丘遊園駅自転車等駐車場第１施

設（831台）［2016.6］ 

・登戸駅自転車等駐車場第３施設

（419台）［2017.2］ 

・溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場第

５施設（53台）［2017.4］ 

・溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場第

６施設（95台）［2017.4］ 

■適正な自転車利用の誘導 

・平間駅周辺及び宿河原周辺の放置禁

止区域の指定に向けた調整 

建設緑政局 

自転車対策室

２７ イ 

■民間駐輪場助成制度導入など民間

による駐輪場整備の促進 

■新たな料金体系の実施後の検証 

■駐輪場への誘導などソフト施策の

実施 

■駐輪場の指定管理者制度の運用 

■民間自転車等駐車場整備費補助金

制度による駐輪場整備 

・申請件数0件（前年度-1件） 

■新たな料金体系の実施後の検証 

・実施効果の検証と今後の対応の検討

を実施 

■駐輪場への誘導などソフト施策の

実施 

・整理誘導員による駐輪場への誘導な

どを実施 

■駐輪場の指定管理者制度の運用 

・指定管理者自転車等駐車場 140 箇

所（前年度と同数） 

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（３）市民生活を支える公共交通の強化（その５） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

ターミナル駅など

における案内情報

の充実（再掲） 

■バスロケーションシステム導入補

助 

■バスロケーションシステム導入補

助（バス停表示機4基／年） 

※バス停表示機設数54基 

（前年度+4基） 

まちづくり局

交通政策室 

２８ イ 

■市バスナビの充実 

・タブレット型停留所運行情報表示器

の設置 13基 

■市バスナビの充実 

・タブレット型停留所運行情報表示器

の設置 13基 

※停留所運行情報表示器設置総数 43

基 

交通局運輸課 ２９

JR 南武線武蔵溝ノ

口以北の駅アクセ

ス向上（再掲） 

■稲田堤駅の橋上駅舎化 

・事業用地取得、工事着手 

■津田山駅の橋上駅舎化 

・工事着手 

■駅アクセス向上方策案の見直し 

■稲田堤駅の橋上駅舎化 

・事業用地取得交渉等 

■津田山駅の橋上駅舎化 

・工事着手[2017.3] 

■駅アクセス向上方策案の見直し 

・中野島駅について、既存ストックを

活用した暫定的な臨時改札口の設置

に向けた協議・調整 

まちづくり局

交通政策室 

３０ ア、イ

公共交通利用の喚

起施策の推進 

■公共交通の利用喚起に向けた取組 ■公共交通の利用促進に向けた啓発

活動 

・ＪＲ東日本と連携し、鉄道に関する

理解促進を図るため、小学生を対象と

した「地域の寺子屋事業」を実施 

まちづくり局

交通政策室 

（地域の寺子

屋事業関係）

教育委員会 

生涯学習 

推進課 

３１ イ 

連続立体交差化と

連携した地域交通

網の整備 

■南武線沿線まちづくり方針の策定 

■南武線各駅を中心とした適切な土

地利用方策の検討 

■民間開発の誘導 

■沿線まちづくり方針の基本的な考

え方のとりまとめ 

・連続立体交差事業にかかる地域勉強

会における検討 

■土地利用転換地における土地利用

方策の検討 

■民間開発の誘導 

建設緑政局 

道路整備課 

まちづくり局

地域整備 

推進課 

３２ ア、イ

駐車施策の推進（再

掲） 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

の結果に基づく荷さばき対策の検討

及び取組の推進 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

・駐車場法、大規模小売店舗立地法、

附置義務条例等に基づく事業者協議

及び指導を実施 

※附置義務駐車場（自動車） 

   1,252箇所/63,709台 

（前年度+29箇所/+1,298 台） 

※附置義務駐車場（自動二輪車） 

   204箇所/971台 

（前年度+16箇所/+63台） 

※附置義務駐車場（荷捌き） 

   124箇所/1,247台 

（前年度+9箇所/+100台） 

※届出駐車場（自動車） 

   122箇所/21,069 台 

（前年度+7箇所/+527台） 

※届出駐車場（自動二輪車） 

  37 箇所/391台 

（前年度+16箇所/+63台） 

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

を踏まえた協議・調整 

・路上での荷さばき場所確保のための

適地調査の実施 

・路上での荷さばき場所設置に向けた

協議調整 

・今後の取組方針の取りまとめ 

まちづくり局

交通政策室 

３３ ア、イ

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（３）関連の鉄道及び道路ネットワーク形成事業（代表的な事業を記載） 

事業名 
取組の方針

重点施策の概要参照

京急大師線連続立体交差事業 
取組概要については 

重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 
２０、２１ページ参照 

イ 

ＪＲ南武線連続立体交差事業 イ 

川崎縦貫鉄道 ア 

横浜市営地下鉄3号線の延伸 ア 
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重点施策（４） 環境に配慮した交通の低炭素化 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

環境にやさしく利便性の高いコンパクトなまちづくりや複合的な取組による都市の低炭素

化を目指すスマートシティの実現を支える、環境に配慮した交通体系の構築を進めます。 

・拠点となる駅周辺への、公共公益施設をはじめ様々な都市機能の効率的な集約化にあわせて、

駅へのアクセス性を高める取組などを推進し、環境にもやさしく利便性の高いコンパクトな

まちづくりを支えます。 

・さらなる都市の低炭素化に向けた再生エネルギーの導入や、電気や熱の効率的利用、市民の

ライフスタイルの転換などを複合的に組み合わせるスマートシティの実現を目指し、交通分

野ではこれらの取組として、公共交通の利用促進や環境負荷軽減に配慮した自動車利用、交

通車両の低炭素化などを推進します。 

■取組の方針 

ア 環境に配慮した交通体系の構築 

①環境にもやさしく利便性の高いコンパクトなまちづくりを支えるために、都市計画道路整

備によるバスの走行環境の改善やバス停までのアクセス向上など、駅へのアクセス性を高

めます。こうした駅への利便性を高めることで、自家用車から公共交通利用への転換を促

進します。 

②また、自動車からのＣＯ2排出量の削減に向けて、道路の渋滞対策を推進するとともに、

環境負荷軽減に配慮した自動車利用の普及を促進します。 

③中長期的には、公共交通の利用促進に向けて既存路線の機能強化や新規路線の整備、道路

の渋滞対策として新たな道路整備や連続立体交差化を推進します。 

イ 公共交通車両の低炭素化 

①バスやタクシーなどの公共交通の車両について電気自動車等の導入を促進し、低炭素化を

推進します。 

②燃料電池や蓄電池などの新技術の開発動向を踏まえながら、新たな鉄道やバスに対して、

新技術の導入に向けた研究を促進します。 

ウ 自動車の低炭素化 

・電気自動車等の次世代自動車の導入やその利用を促進するための環境整備を推進します。 
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化（その１） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

都市計画道路等の

整備（再掲） 

■街路整備事業 

【事業継続】宮内新横浜線（宮内）な

ど１１路線１８箇所 

■街路整備事業 

【事業着手】丸子中山茅ヶ崎線（野川）

【事業継続】宮内新横浜線（宮内）な

ど１１路線１７箇所 

【事業完了】苅宿小田中線（Ⅰ期） 

建設緑政局 

道路整備課 

１ ア 

 ■道路改良事業（国県道） 

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など５路線９箇所 

■道路改良事業（国県道）  

【事業継続】国道４０９号（市ノ坪）

など５路線９箇所 

建設緑政局 

道路整備課 

２

 ■道路改良事業（市道のうちバス運行

路線） 

【事業継続】宮前６号線（野川）など

９路線 

■道路改良事業（市道のうちバス運行

路線） 

【事業継続】宮前６号線（野川）など

９路線 

建設緑政局 

道路整備課 

道路施設課 

３

■橋りょう整備事業 

①等々力大橋(仮称) 

・河川協議、工事用搬入路の整備を実

施 

②末吉橋 

・河川協議、橋梁の詳細設計、地質調

査、用地測量を実施 

③柿生陸橋 

・主要地方道横浜上麻生道路整備事業

に伴う柿生陸橋整備の事業推進 

■橋りょう整備事業 

①等々力大橋(仮称) 

・平成２９年3月に東京都と施行協定

を締結した。また、河川占用協議を進

めるとともに、東京都側で３月に準備

工に着手した。 

②末吉橋 

・調査設計を進め、用地測量及び河川

占用協議を実施した。 

③柿生陸橋 

・主要地方道横浜上麻生道路整備事業

に伴う柿生陸橋整備の事業推進に向

け、用地交渉等を行った。 

建設緑政局 

道路整備課 

４

 ■国道 409 号（国道 15 号～国道 1

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

■国道 409 号（国道 15 号～国道 1

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化対

策の促進 

・川崎駅周辺などの交通円滑化に向

け、国等関係機関と協議・調整を実施

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

５

 ■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸３号線（区画整理事

業区域）など6路線 

■登戸土地区画整理事業 

【事業継続】登戸３号線（区画整理事

業区域）など6路線 

まちづくり局

登戸区画整理

事務所 

６

駅前広場の整備（再

掲） 

溝口駅南口 

■駅前広場の完成、全面供用開始 

溝口駅南口 

■駅前広場の完成、全面供用開始

［2017.1］ 

建設緑政局 

道路整備課 

７ ア 

 新川崎駅 

■新川崎駅前ロータリーにおけるユ

ニバーサルデザインタクシー配車シ

ステムの運用開始 

新川崎駅 

■新川崎駅前ロータリーにおけるユ

ニバーサルデザインタクシー配車シ

ステムの運用開始［2016.11］ 

まちづくり局

地域整備 

推進課 

８

 登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口 

■登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口駅前

広場の基礎調査の実施 

登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口 

■登戸駅南口・向ヶ丘遊園駅北口駅前

広場の基礎調査の実施 

まちづくり局

登戸区画整理

事務所 

９

 産業道路駅 

■駅前バス交通広場の整備に向けた

協議・調整 

産業道路駅 

■駅前バス交通広場の整備に向けた

協議・調整 

・交通事業者等との協議・調整を実施

・駅前バス交通広場のアクセス道路で

ある区画道路の整備・供用開始 

臨海部国際戦

略本部 

拠点整備 

推進部 

１０

施策・事業の進捗状況一覧 進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化（その２） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

駅前広場の整備（再

掲） 

【前ページのつづき】

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討 

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討に向け

た国等関係機関との協議調整 

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

１１ ア 

 柿生駅南口 

■再開発等の事業推進に向けた取組 

・地域が主体となった再開発検討組織

の運営支援 

・事業手法等に関する検討・調整 

■バス暫定広場の維持管理 

・バス暫定広場用地の賃貸借契約の更

新 

・バス暫定広場の清掃などの維持管理

業務 

柿生駅南口 

■再開発等の事業推進に向けた取組 

・新準備組合の組成及び新組織への運

営支援 

・柿生駅周辺地区まちづくりビジョン

素案の策定 

・駅前広場基本構想案の検討 

■バス暫定広場の維持管理 

・バス暫定広場用地の賃貸借契約の更

新 

・バス暫定広場の清掃などの維持管理

業務 

まちづくり局

地域整備 

推進課 

１２

（川崎駅周辺の交

通環境改善等）（再

掲） 

■川崎駅東口周辺の交通環境改善に

向けた検討、関係機関との協議調整 

■川崎駅東口周辺における交通手段

別の停車エリアの区分における関係

機関との協議調整、改善方策の取組

（小川町地区の企業送迎バス運行企

業の連絡会議設置） 

まちづくり局

交通政策室 

１３

 ■「小川町地区都市基盤施設活用方

策」に基づく取組の推進 

・バス発着場の基本設計等の実施 

・既存駐輪場の代替施設の工事着手 

■「小川町地区都市基盤施設活用方

策」に基づく取組の推進 

・バス発着場の基本設計等の実施 

・既存駐輪場の代替施設の調整 

建設緑政局 

自転車対策室

まちづくり局

地域整備推進

課 

１４

 ■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

の結果に基づく荷さばき対策の検討

及び取組の推進 

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

を踏まえた協議・調整 

・路上での荷さばき場所確保のための

適地調査の実施 

・路上での荷さばき場所設置に向けた

協議調整 

・今後の取組方針の取りまとめ 

まちづくり局

交通政策室 

１５

■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

■川崎駅東口周辺の違法駐車等防止

重点地区での違法駐車防止の啓発 

・市民総ぐるみ運動で広報啓発活動を

展開 

市民文化局 

地域安全 

推進課 

１６

（鷺沼駅周辺の交

通環境改善等）（再

掲） 

■東急電鉄との包括連携協定に基づ

く沿線まちづくりの取組推進 

■駅を中心としたまちづくりやアク

セス向上に向けた調査検討 

■東急電鉄との包括連携協定に基づ

く沿線まちづくりの取組を推進 

■駅を中心としたまちづくりやアク

セス向上に向けた調査検討を実施 

まちづくり局

企画課 

１７

（新百合ケ丘駅周

辺の交通環境改善

等）（再掲） 

■南口駅前広場等の交通混雑緩和に

向けた取組の推進 

■民間開発の誘導 

■南口駅前広場等の交通混雑緩和に

向けた取組の実施 

■民間開発の誘導に向けた地元権利

者との協議実施 

まちづくり局

企画課 

１８

緊急渋滞対策 （交

差点改良等による

渋滞改善） 

■緊急渋滞対策の推進 

・対象の交差点及び踏切の対策に向け

た進行・管理 

■緊急渋滞対策の推進 

・対象の交差点及び踏切の対策に向け

た進行・管理の実施 

建設緑政局 

企画課 

１９ ア 

 ■緊急渋滞対策の推進 

・対象の交差点及び踏切の対策案の検

討、協議調整の実施等 

■緊急渋滞対策の推進 

・元木交差点は、事後調査の実施と効

果検証を実施 

・京急川崎（大）第2踏切は、鉄道事

業者と対策案について協議調整を実

施後、対策を実施 

・稲生橋交差点は、交通管理者等と対

策案について協議調整を実施 

建設緑政局 

道路施設課 

２０

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化（その３） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

環境ロードプライ

シングの実施（首都

高速道路湾岸線誘

導の推進） 

■環境ロードプライシングの普及拡

大 

■環境ロードプライシングの普及拡

大に向けた普及啓発活動の実施 

・県や横浜市との共同イベント、事業

者からの報告書受付時や立入検査時

における普及啓発 

環境局 

大気環境課 

２１ ア 

エコドライブ普及

促進 

■エコドライブの推進 ■エコドライブの推進 

・エコドライブ講習会9回開催（181

名参加） 

・イベントや各種広告媒体を活用した

普及啓発活動の実施 

・エコドライブ宣言登録の普及促進 

※エコドライブ宣言者 

事業者・団体 2,235（前年度+75）

在勤・在住市民 8,483（前年度+10）

宣言登録台数 52,830（前年度

+915） 

環境局 

地球環境 

推進室 

大気環境課 

２２ ア 

（臨海部）マイカー

通勤の削減 

■臨海部立地企業の通勤手段の把握 ■臨海部立地企業の通勤手段の把握 

・企業ヒアリングを実施 

臨海部国際戦

略本部 

拠点整備 

推進部 

２３ ア 

 ■交通環境配慮行動メニューの普及

啓発 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

■交通環境配慮行動メニューの普及

啓発 

・メニューを事業者へ周知（事業者か

らの報告書受付時や立入検査時にお

ける普及啓発） 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

・産業道路等における公共交通機関の

利用や低公害車優先使用等を促進す

る「産業道路クリーンライン化キャン

ペーン」の実施（事業期間 2016.11

～2017.2） 

・プランの行動目標の達成に向けた事

業者、市民、行政等の自主的な自動車

環境対策の取組と実施状況の把握 

※マイカー通勤の削減（公共交通利用

の促進等）を行動計画に定めた事業者

数：２（前年度と同数） 

環境局 

大気環境課 

２４

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化（その 4） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

駐車施策の推進（再

掲） 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

の結果に基づく荷さばき対策の検討

及び取組の推進 

■駐車場法及び条例等に基づく駐車

施設の設置に係る協議及び指導 

・駐車場法、大規模小売店舗立地法、

附置義務条例等に基づく事業者協議

及び指導を実施 

※附置義務駐車場（自動車） 

   1,252箇所/63,709台 

（前年度+29箇所/+1,298 台） 

※附置義務駐車場（自動二輪車） 

   204箇所/971台 

（前年度+16箇所/+63台） 

※附置義務駐車場（荷捌き） 

   124箇所/1,247台 

（前年度+9箇所/+100台） 

※届出駐車場（自動車） 

   122箇所/21,069 台 

（前年度+7箇所/+527台） 

※届出駐車場（自動二輪車） 

  37 箇所/391台 

（前年度+16箇所/+63台） 

■川崎駅周辺地区荷さばき社会実験

を踏まえた協議・調整 

・路上での荷さばき場所確保のための

適地調査の実施 

・路上での荷さばき場所設置に向けた

協議調整 

・今後の取組方針の取りまとめ 

まちづくり局

交通政策室 

２５ ア 

公共交通における

次世代自動車の導

入推進及び普及促

進 

■川崎スマートＥＶバス（電気バス）

の運行支援 

■川崎スマートＥＶバス（電気バス）

の運行支援の実施 

・デジタルサイネージのコンテンツ更

新 

環境局 

地球環境 

推進室 

２６ イ、ウ

■市バス車両の導入 

・大型ハイブリッドノンステップバス

１両 

■市バス車両の導入 

・大型ハイブリッドノンステップバス

１両 

※市バス・次世代自動車バス車両総数

53両 

・ディーゼルハイブリッド自動車 

32両 

・天然ガス自動車9両 

・クリーンディーゼル自動車 

12両 

※市バス・九都県市指定低公害車導入

率 96.8％（前年度+0.4％） 

交通局運輸課 ２７

■次世代自動車関係情報の収集 ■次世代自動車関係情報の収集（技術

開発動向等の情報収集） 

・自動車メーカー（13 社）への次世

代自動車に関するヒアリング 

・かながわ次世代自動車普及推進協議

会における情報交換 

・水素供給事業者等との情報交換 な

ど 

環境局 

地球環境 

推進室 

大気環境課 

２８

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（４）環境に配慮した交通の低炭素化（その５） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

鉄道整備における

新技術導入の検討 

■新技術の導入に向けた検討作業の

実施、最新技術動向の情報収集 

■新技術の導入に向けた検討作業の

実施、最新技術動向の情報収集 

まちづくり局

交通政策室 

２９ イ 

 ■鉄道駅への燃料電池の導入、利活用 ■鉄道駅への燃料電池の導入、利活用

・「エコステ」のモデル駅として、Ｊ

Ｒ南武線武蔵溝ノ口駅での自立型水

素エネルギー供給システム等の整備

を継続して実施 

・サイネージ内容等の検討・調整

[2017.3] 

臨海部国際戦

略本部 

臨海部事業 

推進部 

３０

電気自動車等の次

世代自動車の普及

促進及び環境整備

の推進 

■国や近隣自治体と連携した次世代

自動車の普及促進 

■燃料電池自動車の普及に向けた水

素ステーション整備の検討、調整等 

■国や近隣自治体と連携した次世代

自動車の普及促進 

・次世代自動車を活用した啓発活動

（イベント等における展示・同乗体験

等）の実施 

・国や神奈川県等と連携した小学生向

け環境学習の実施 

■燃料電池自動車の普及に向けた水

素ステーション整備の検討、調整等 

・九都県市で連携した水素ステーショ

ンの整備促進等に関する国への要望

活動の実施 

・水素に関する社会認知度の向上に向

けた啓発活動の実施 

・水素ステーションの整備促進に向け

た水素供給事業者等との情報交換 

環境局 

地球環境 

推進室 

３１ ウ 

カーシェアリング

の普及促進 

■市営住宅駐車場空き区画の貸付け

事業者によるカーシェアリング施設

の運営継続（宮内住宅など５箇所) 

■市営住宅駐車場空き区画の貸付け

事業者によるカーシェアリング施設

の運営継続（宮内住宅など５箇所) 

・５箇所にカーシェアリング車両を各

１台配置 

まちづくり局

市営住宅管理

課 

３２ ア、ウ

重点施策（４）関連の鉄道及び道路ネットワーク形成事業（代表的な事業を記載） 

事業名 
取組の方針

重点施策の概要参照

京急大師線連続立体交差事業 

取組概要については 
重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 

２０、２１ページ参照 

ア 

ＪＲ南武線連続立体交差事業 ア 

川崎縦貫鉄道 ア、イ 

横浜市営地下鉄3号線の延伸 ア 

川崎縦貫道路 ア 

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（５） 臨海部の交通機能の強化 

＜＜＜ 重点施策の概要 ＞＞＞ 

■戦略シナリオ 

臨海部の国際戦略拠点等の形成を支えるとともに、その効果を市内外の拠点に波及させる交

通機能の強化を進めます。 

・京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区や物流拠点などの国際的な拠点形成を支

えるため、国際化が進められている羽田空港とその対岸に位置する本市臨海部の結びつきを

強める交通機能を強化します。 

・川崎臨海部の国際化による効果を、市内外の各拠点に波及させるため、臨海部と本市各拠点

間及び市外拠点との結びつきを強める交通機能の強化を進めていきます。

■取組の方針 

● 臨海部の交通環境の整備 

・国際戦略拠点の形成が進められているキングスカイフロント（殿町３丁目地区）や浜川崎

駅周辺地区、東扇島地区などの臨海部の拠点形成に向けて、川崎駅や羽田空港、また国際

戦略港湾として取組を進めている京浜３港間のアクセス性を向上させる取組を推進しま

す。 

・臨海部全体の活性化や持続的な発展に向け、臨海部各地へのアクセス性を向上させる取組

を推進するとともに、将来の土地利用転換を見据え、臨海部の都市機能を支える交通機能

強化に向けた方策を検討します。 

・中長期的には、国際的な戦略拠点の形成に向けて、物流機能を含めた更なる交通機能の強

化を図るため、東京・横浜方面や、羽田空港や京浜３港間を繋ぐ新たな鉄道や道路の整備

を推進します。 
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重点施策（５）臨海部の交通機能の強化（その１） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

駅前広場の整備 

（再掲） 

産業道路駅 

■駅前バス交通広場の整備に向けた

協議・調整 

産業道路駅 

■駅前バス交通広場の整備に向けた

協議・調整 

・交通事業者等との協議・調整を実施

・駅前バス交通広場のアクセス道路で

ある区画道路の整備・供用開始 

臨海部国際戦

略本部 

拠点整備 

推進部 

１ 臨海部
の交通
環境の
整備 

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討 

川崎大師駅北口 

■広場用地の有効活用の検討に向け

た国等関係機関との協議調整 

建設緑政局 

広域道路 

整備室 

２

バス交通の機能強

化 

■交通需要変化への対策 ■交通需要変化への対策 

・路線バスの増便及びルート追加等機

能強化に向けた、バス事業者との協

議・調整 

臨海部国際 

戦略本部 

拠点整備 

推進部 

３ 臨海部
の交通
環境の
整備 

 ■川崎駅東口周辺の交通環境改善に

向けた検討、関係機関との協議調整 

■川崎駅東口周辺における交通手段

別の停車エリアの区分における関係

機関との協議調整、改善方策の取組

（小川町地区の企業送迎バス運行企

業の連絡会議設置） 

まちづくり局

交通政策室 

４

フィーダー交通の

検討・実施 

■産業道路駅前バス交通広場の整備

に向けた協議・調整 

■産業道路駅前バス交通広場の整備

に向けた協議・調整 

・交通事業者等との協議・調整を実施

・駅前バス交通広場のアクセス道路で

ある区画道路の整備・供用開始 

臨海部国際 

戦略本部 

拠点整備 

推進部 

５ 臨海部
の交通
環境の
整備 

既存鉄道の機能強

化 

■ＪＲ南武支線輸送力増強方策の検

討 

■ＪＲ南武支線輸送力増強方策の検

討 

・沿線の土地利用動向の把握や線路利

用状況から輸送力増強方策について

検討 

臨海部国際 

戦略本部 

拠点整備 

推進部 

６ 臨海部
の交通
環境の
整備 

 ■ＪＲ南武支線の輸送力増強の取組

促進 

■ＪＲ南武支線の輸送力増強の取組

促進 

・県鉄道輸送力増強促進会議を通じて

鉄道事業者へ取組の推進を要望 

まちづくり局

交通政策室 

７

 ■ＪＲ南武支線小田栄駅の整備推進 

・駅駐輪場整備に向けた協議・調整 

■ＪＲ南武支線小田栄駅の整備推進 

・駅駐輪場整備に向けた協議・調整 

 （2017年度整備予定） 

まちづくり局

交通政策室 

８

環境ロードプライ

シングの実施（首都

高速道路湾岸線誘

導の推進）（再掲）

■環境ロードプライシングの普及拡

大 

■環境ロードプライシングの普及拡

大に向けた普及啓発活動の実施 

・県や横浜市との共同イベント、事業

者からの報告書受付時や立入検査時

における普及啓発 

環境局 

大気環境課 

９ 臨海部
の交通
環境の
整備 

施策・事業の進捗状況一覧 進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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重点施策（５）臨海部の交通機能の強化（その２） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 取組の方針

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

重点施策の

概要参照

マイカー通勤の削

減（再掲） 

■臨海部立地企業の通勤手段の把握 ■臨海部立地企業の通勤手段の把握 

・企業ヒアリングを実施 

臨海部国際戦

略本部 

拠点整備 

推進部 

１０ 臨海部
の交通
環境の
整備 

 ■交通環境配慮行動メニューの普及

啓発 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

■交通環境配慮行動メニューの普及

啓発 

・メニューを事業者へ周知（事業者か

らの報告書受付時や立入検査時にお

ける普及啓発） 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

・産業道路等における公共交通機関の

利用や低公害車優先使用等を促進す

る「産業道路クリーンライン化キャン

ペーン」の実施（事業期間 2016.11

～2017.2） 

・プランの行動目標の達成に向けた事

業者、市民、行政等の自主的な自動車

環境対策の取組と実施状況の把握 

※マイカー通勤の削減（公共交通利用

の促進等）を行動計画に定めた事業者

数：２（前年度と同数） 

環境局 

大気環境課 

１１

臨海部交通機能強

化に向けた方策検

討 

■臨海部公共交通機能強化に向けた

基本方針の策定 

□臨海部の公共交通機能強化に向け

た基本的な考え方のとりまとめ 

⇒表下の補足参照 

まちづくり局

交通政策室 

１２ 臨海部
の交通
環境の
整備 

重点施策（５）関連の鉄道及び道路ネットワーク形成事業（代表的な事業を記載） 

事業名 
取組の方針

重点施策の概要参照

京急大師線連続立体交差事業 

取組概要については 
重点施策（１）都市の骨格を形成する交通機能の強化 

２０、２１、2３ページ参照 

臨海部の 
交通環境の
整備 

川崎アプローチ線 

東海道貨物支線貨客併用化 

臨港道路東扇島水江町線 

羽田連絡道路 

川崎縦貫道路 

国道３５７号 

臨海部幹線道路（関連施策） 

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 

（補足）臨海部交通機能強化に向けた方策検討（臨海部公共交通機能強化に向けた基本方針の策定） 

●計画どおり進捗しなかった理由：臨海部公共交通機能強化に向けた基本方針については、平成２８年度中に策定する予定でしたが、

平成２９年度策定予定の臨海部ビジョンと整合を図る必要があるため、策定までは至らず、基本的な考え方をとりまとめました。 

●次年度の取組の方向性：次年度については、基本的な考え方について臨海部ビジョンと整合を図りつつ、平成２９年度策定予定の総

合都市交通計画の見直し作業の中に反映させていきます。 
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その他の施策（その１） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 備 考

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

オフピーク通勤の

推奨 

■オフピーク通勤等鉄道の混雑緩和

の取組促進 

■ＪＲ南武線におけるオフピーク通

勤の取組の検討 

まちづくり局

交通政策室 

１

高齢者の外出支援 ■高齢者外出支援乗車事業の見直し 

■高齢者特別乗車証明書の交付 

■外出支援サービス事業（おでかけＧ

o！）の実施 

■高齢者外出支援乗車事業の見直し 

・補助金の適正な執行のため、高齢者

特別乗車証明書の利用実態調査の実

施を平成２９年度に行うことで協力

バス事業者等と合意 

■高齢者特別乗車証明書対象者 

  201,496人（前年度+6,061人）

※高齢者フリーパス有効月数（発行枚

数×有効期間） 

 518,766 月（前年度+16,655月）

■外出支援サービス事業登録者数 

  ５８６人（前年度－２人） 

※外出支援サービス利用者延べ人数 

   １,８００人（前年度-８７人） 

健康福祉局 

高齢者在宅 

サービス課 

２

障害者（身体、知的、

精神）の外出支援 

■重度障害者福祉タクシー券の交付 

■福祉キャブの運行 

■バス乗車券（ふれあいフリーパス）

の交付（身体・知的障害者） 

■バス乗車券（ふれあいフリーパス）

の交付（精神障害者） 

■福祉タクシー券交付者数 

  11,355人（前年度 +630人）

■福祉キャブ実利用者数 

     5,143人（前年度 -13 人） 

■ふれあいフリーパスの交付（身体・

知的障害者） 

 9,181人（前年比 +132人） 

■ふれあいフリーパスの交付（精神障

害者） 

  7,747 人（前年度 +510人） 

健康福祉局 

障害福祉課 

３

難病患者等の外出

支援 

■福祉キャブ（らくだ）の運行 ■福祉キャブ（らくだ）利用回数 

  延 244回（前年度+延58回） 

健康福祉局 

地域包括ケア

推進室 

４

福祉有償運送の推

進 

■福祉有償運送の支援 ■福祉有償運送の支援 

・運営協議会の運営支援、登録手続の

支援、サービスの市民周知等 

※福祉有償運送登録団体 

  ３２団体（前年度から１団体減）

健康福祉局 

高齢者在宅 

サービス課 

障害福祉課 

５

市公用車への次世

代自動車導入の推

進 

■公用車への次世代自動車導入の推

進 

■公用車への次世代自動車導入の推

進 

・公用車への燃料電池自動車及び電気

自動車の導入 保有台数 10 台（内

訳：燃料電池自動車１台、電気自動車

９台） 

・公用車への九都県市指定低公害車の

導入  

※公用車の九都県市指定低公害車導

入率 

 1,478/1,639 台=90％ 

（前年度-1.8％） 

環境局 

地球環境 

推進室 

大気環境課 

６

その他の施策 施策・事業の進捗状況一覧 

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 



50

その他の施策（その２） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 備 考

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

ディーゼル車対策

の実施 

■低公害車普及に係る事業者支援の

実施 

■県条例によるディーゼル車運行規

制に基づく監視等 

■低公害車普及に係る事業者支援の

実施 

・ハイブリッド車、天然ガス車の導入

助成の実施（ハイブリッドバス4台へ

の助成） 

■県条例によるディーゼル車運行規

制に基づく検査・指導の実施 

環境局 

大気環境課 

７

 ■環境レーンの普及啓発 ■環境レーンの普及啓発 

・大型車の中央寄り車線の通行を呼び

かける環境レーンについて、路面表示

や横断幕による普及啓発活動を実施 

建設緑政局 

企画課 

環境局 

大気環境課 

８

事業活動に伴う温

室効果ガスの排出

削減の推進 

■事業活動地球温暖化対策計画書・報

告書制度の運用 

■事業活動地球温暖化対策計画書・報

告書制度の運用 

・制度運用により事業者の自主的な取

組を普及促進 

※事業活動地球温暖化対策計画書・報

告書制度の第３号該当者（市内の事業

活動に伴う自動車の使用台数が年度

末において１００台以上の事業者）の

数 

  14 事業者（前年度と同数） 

環境局 

地球環境 

推進室 

９

エコ運搬の推進 ■エコ運搬制度の運用 ■エコ運搬制度の運用 

・報告対象事業所 118 事業所から報

告書受理 

環境局 

大気環境課 

１０

交通需要管理の推

進（交通需要の調

整・低減） 

■交通環境配慮行動メニューの普及

啓発 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

■交通環境配慮行動メニューの普及

啓発 

・メニューを事業者へ周知（事業者か

らの報告書受付時や立入検査時にお

ける普及啓発） 

■かわさき自動車環境対策プランに

基づく取組推進 

・産業道路等における公共交通機関の

利用や低公害車優先使用等を促進す

る「産業道路クリーンライン化キャン

ペーン」の実施（事業期間 2016.11

～2017.2） 

・プランの行動目標の達成に向けた事

業者、市民、行政等の自主的な自動車

環境対策の取組と実施状況の把握 

※マイカー通勤の削減（公共交通利用

の促進等）を行動計画に定めた事業者

数：２（前年度と同数） 

環境局 

大気環境課 

１１

廃棄物の鉄道輸送

の推進 

■廃棄物等の鉄道輸送 

・北部地域から排出されるごみ及び焼

却灰を鉄道輸送により浮島処理セン

ター等へ搬入 

・北部地域で収集したプラスチック製

容器包装、ミックスペーパーを鉄道輸

送し、浮島資源化処理施設に搬入 

■廃棄物等の鉄道輸送の実施 

※年間輸送量 

・ごみ 34,863 トン 

（前年度+4,156 トン） 

・焼却灰 13,054トン 

（前年度+241トン） 

・ミックスペーパー 7,781トン 

（前年度-354トン） 

・プラスチック製容器包装 7,801 ト

ン（前年度-35トン） 

環境局 

処理計画課 

１２

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 
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その他の施策（その3） 

施策名 取組概要（個別事業等の概要） 備 考

2016年度計画 2016年度実績  本市所管 
整理

番号

総合都市交通計画

等の周知・ＰＲ 

■計画の進行管理 ■計画の進行管理 

・計画に位置付ける施策・事業の

2015 年度の進行管理年次報告書を

とりまとめ、公表[2017.2] 

・施策・事業の2016年度の進捗状況

の調査 

まちづくり局

交通政策室 

１３

（交通計画関連調

査） 

■東京都市圏物資流動調査結果の整

理、分析 

■東京都市圏物資流動調査結果の整

理、分析 

まちづくり局

交通政策室 

１４

進捗状況一覧の見方は 
１８ページを参照してください 



52



53

資料編  
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行名 用 語  解 説 

あ行 アクセス ある所への移動のこと、又はある所への移動のしやすさの

こと。 

インフォメーション機能 来街者などに案内情報を伝達するシステムのこと。例えば、

バスの運行情報、乗り場案内など。 

エコ運搬 市内の荷主や荷受人が主体となって、製品や貨物の出荷、

原材料の購入、廃棄物の運搬などの際、運送事業者や取引

先事業者に対して、環境に配慮した運搬（エコ運搬）の実

施を書面等により要請する制度のこと。 

エコステ ＪＲ東日本が推進している省エネルギー・再生可能エネル

ギーなど様々な環境保全技術（エコメニュー）を駅に導入

する取組のこと。 

ＪＲ東日本と川崎市は、2015年 1月に締結した包括連携

協定に基づき、水素エネルギーの利活用を推進しており、

その一環として「エコステ」を推進している。 

エコドライブ 自動車の運転手が運転方法等を改善し、環境に優しく無駄

のない運転をすること。ふんわりアクセル・加速もゆっく

りなどをすることで、燃費がよくなり、大気汚染物質・二

酸化炭素などが削減される。 

か行 （鉄道貨物線）貨客併用化 既存の貨物線を活用して、旅客の輸送を行う鉄道計画のこ

と。 

カーシェアリング 個別に自動車を保有するのではなく、複数の人で共同利用

すること。自動車の効率的かつ適切な利用が図られ、環境

負荷の軽減に寄与する。 

環境レーン 川崎市域の産業道路では沿道環境のため歩道寄りの車線

（第１車線）を環境レーンとしている。 

環境ロードプライシング 首都高横浜羽田空港線（以下横羽線）沿線の住宅地域の沿

道環境を改善することを目的に、首都高湾岸線・川崎線を

利用する大型車の料金を割り引くことで、横羽線と料金に

差を設け、横羽線から湾岸線への交通転換を図る施策のこ

と。 

九都県市指定低公害車 首都圏の九都県市が指定した、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出量が少なく燃費性能が優れている自動車のこと。

燃料電池自動車、電気自動車・天然ガス自動車等のみでな

く、ガソリン自動車・ディーゼル自動車等も指定している。

緊急交通路、緊急輸送道路 震災時における救出救助活動、救命救急活動、消火活動及

び救援物資の輸送等を効率的かつ円滑に実施するために確

保された道路のこと。 

緊急交通路は、県公安委員会が、災害応急対策の円滑な実

施のために交通規制を行う道路で、緊急輸送道路は、神奈

川県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会が被災者

の避難や物資を輸送するために指定した道路のこと。 

用語解説
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行名 用 語  解 説 

か行 
（つづき）

キングスカイフロント 川崎区殿町地区の国際戦略拠点の名称。当地区では、ライ

フサイエンス・環境分野における世界最高水準の研究開発

から新産業を創出する拠点形成が進んでいる。 

京浜臨海部ライフイノベーション

国際戦略総合特区 

グローバル企業が先導して医薬品・医療機器産業を活性化

させ、国際競争力の向上を目指したライフイノベーション

の実現に向けた取組みを推進するため、神奈川県、横浜市、

川崎市の３団体で共同申請し、平成２３年１２月に指定さ

れた区域のこと。 

川崎市についてはキングスカイフロント（殿町地区）を含

む区域が指定されている。 

（交通）結節機能 鉄道とバスなど交通手段相互の乗換えや歩行が効率的かつ

スムーズに行えるなど交通機関を乗り継ぐ場所に求められ

る機能のこと。 

交通政策審議会 交通政策に関する重要事項について調査審議等を行う国土

交通省の審議会のこと。東京圏における今後の都市鉄道の

あり方に関する審議が行われ、平成 28 年 4 月に答申され

た。 

国家戦略特区 「産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活

動の拠点の形成を促進する区域」として国が指定するもの

であり、神奈川県全域を含む東京圏が、平成 26 年 5 月に

指定を受けている。 

コミュニティ交通 在来の路線バスの運行がない、あるいは道路幅員などの理

由で運行できない地域などを対象に、地域の住民などが中

心となって導入する基本的に誰もが利用できる交通手段の

こと。 

（鉄道）混雑率 鉄道の車内の混み具合を示す指標のこと。輸送人員を輸送

力で除した値で、150％は、肩が触れ合う程度で、新聞が

楽に読めるような状態と表されている。 

コンパクトなまちづくり 本市においては、駅の周辺に公共公益施設や商業施設、住

宅等を集積して土地利用の高度化を図ることで、効率的か

つ環境負荷の少ない都市構造を形成していくことをいう。

さ行 次世代自動車 川崎市総合都市交通計画では、電気自動車、ガソリンハイ

ブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、ディー

ゼルハイブリッド自動車、（ディーゼル代替）天然ガス自

動車、クリーンディーゼル自動車、燃料電池自動車を指す。

市バスナビ パソコンや携帯電話、スマートフォンから、市バスの運行

情報や時刻表、経路などを検索、閲覧できる情報提供サー

ビスのこと。 

スマートEVバス 環境負荷の低減を目的とする電気バスに、スマート機能を

搭載したバスのこと。スマート機能としては次のものを搭

載（運行実態把握のための利用者乗降・属性把握システム、

デジタルサイネージ、非常用コンセント） 

た行 ターミナル駅 複数の鉄道路線が乗り入れ、バスやタクシー、自転車など

様々な交通が集中する利便性が優れている駅のこと。 
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行名 用 語  解 説 

た行 
（つづき）

通行障害建築物 地震により倒壊した場合において、その敷地に接する道路

の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれ

がある建築物のこと。 

川崎市では、緊急交通路及び第 1 次緊急輸送道路の一部を

耐震診断を義務化する道路として指定している。 

道路整備プログラム 客観的な指標などを用いて整備効果の高い箇所を選定する

ことで整備箇所の重点化を図るとともに、整備路線やその

決定方法、整備効果などを公表することにより、計画や目

標を市民と行政が共有し、円滑で効率的・効果的な道路整

備を推進するための計画のこと。 

※第 2次川崎市道路整備プログラム（2016年 3月策定）

第 1 次計画の策定以降、東日本大震災の発生や、全国的な

少子・高齢化の進展、さらには国際競争力の強化に向けた

成長戦略など社会経済環境に大きな変化が生じており、こ

れまでの取組結果を客観的に検証するとともに、社会経済

環境の変化に的確に対応するために見直しを行ったもの。

な行 内方線付き点状ブロック ホーム縁端を警告する点状ブロックにホームの内方を表示

する線状ブロックが設置されたブロックのこと。 

燃料電池 「水素」と空気中の「酸素」を反応させて電気を起こす発

電システムのこと。自動車の動力源として利用されている

ほか、鉄道への利用に向けた技術開発が進められている。

ノンステップバス 入口から出口まで床面に段差のない低床式の路線バスのこ

と。車いすの乗車も可能である。補助スロープやニーリン

グ装置（床面を更に下げる装置）により、車いすでの乗降

もスムーズに行える。 

は行 バスロケーションシステム GPS（衛星測位システム）等を用いてバスの位置情報を収

集し、バス停の表示板や携帯電話、パソコンに、到着時間

などを情報提供するシステムのこと。 

幅広車両（Ｅ233系通勤形車両） 従来の205系車両と比較し、全幅が15ｃｍ拡大し、定員

が約１割増加となり、輸送力増強・混雑緩和が図られるＪ

Ｒ東日本の通勤形車両のこと。 

バリアフリー基本構想 バリアフリー法に基づき、鉄道駅及び周辺のバリアフリー

化を重点的かつ一体的に進めるため、鉄道駅を中心として

高齢者や障害者等が日常的に利用する施設のあるまとまっ

た地区を対象とし、駅、駅前広場、周辺の歩道等に関する

バリアフリー化の方針や実施事業等を定めたもの。 

フィーダー（端末）交通 木の幹に対する枝葉のようなこと。幹線が鉄道の場合は、

バスや自転車等が端末交通となり、バスの場合は、自転車

や徒歩等が端末交通となる。 

福祉キャブ 車いすやストレッチャーのまま乗降できるリフト（昇降装

置）付き自動車のこと。 

福祉タクシー 道路運送法第４条の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送

事業者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用

して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した

許可を受けた福祉限定タクシー事業者が行う運送のこと。
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行名 用 語  解 説 

は行 
（つづき）

福祉有償運送 タクシー等の公共交通機関では、要介護者、身体障害者等

に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる

場合に、社会福祉法人等が、実費の範囲内かつ営利とは認

められない範囲の対価で、会員に対して行う、乗車定員11

人未満の自家用自動車を使用したドア・ツー・ドアの個別

輸送サービスのこと。 

ホームドア等 鉄道駅舎におけるホームドア、可動式ホーム柵、その他の

プラットホームから鉄道利用者の転落等を防止するための

施設のこと。 

複々線化 鉄道において、上下線ともに2線ずつの計4線の線路を敷

設すること。 

や行 ユニバーサルデザイン 

（ユニバーサル化） 
年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、はじめから

できるだけ多くの人が利用可能なように、利用者の立場や

考え方に立って、快適な環境とするようデザインすること。

ユニバーサルデザインタクシー 車いす使用者をはじめ、その他の障害者や高齢者も乗り降

りしやすい、誰もが利用できるタクシーのこと。 

ら行 リーディング圏域 世界や国の社会的、経済的成長を牽引する役割を担う地域

のこと。 

連続立体交差事業 鉄道を連続的に立体化することによって、多数の踏切を一

挙に除却し、踏切渋滞、事故を解消するなど都市交通の円

滑性、安全性等を向上するとともに、鉄道により分断され

た市街地の一体化を促進する事業のこと。 
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